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◎開議の宣告

午前１０時００分 開議

〇議長（冨岡幸夫） ただいまから本日の会議を開

きます。

ただいまの出席議員は22人で定足数に達してお

ります。

◎諸般の報告

〇議長（冨岡幸夫） 本日諸般の報告については、

特に申し上げる事項はありません。

〇議長（冨岡幸夫） 本日の会議は議事日程第４号

により議事を進めます。

◎日程第１ 一般質問

〇議長（冨岡幸夫） 日程第１ 一般質問を行いま

す。

本日は、杉浦弘樹議員、佐賀英生議員、富岡直

哉議員、工藤祥子議員の一般質問を行います。

◎杉浦弘樹議員

〇議長（冨岡幸夫） まず、杉浦弘樹議員の登壇を

求めます。２番杉浦弘樹議員。

（２番 杉浦弘樹議員登壇）

〇２番（杉浦弘樹） おはようございます。２番杉

浦弘樹です。むつ市議会第263回定例会において、

３項目４点について一般質問を行います。市長並

びに理事者各位におかれましては、誠意あるご答

弁をよろしくお願いいたします。

１項目め、陸奥湾内の漁業についてお伺いいた

します。陸奥湾での主要となる漁業は、ホタテ養

殖事業でありますが、近年は異常気象が原因でホ

タテの大量へい死が発生しております。これまで

こういった状況は、数年に１度や10年に１度とい

ったスパンで発生し、漁業者や行政は、その都度

適切な対策を講じ、危機を乗り越えてきた歴史が

ありました。

しかし、最近では気候変動による海洋状況の変

化から、ホタテ養殖事業は２年連続でホタテが大

量死するというこれまで経験したことがない危機

的状況が発生し、100億円産業と言われる青森県

の重要な産業が厳しい局面へと変わりつつある現

状です。

県では、ホタテ養殖を取り巻く急速な環境変化

に対応するため、令和６年に陸奥湾ホタテガイ総

合戦略を策定し、県の主要産業を守る対策を講じ

ておりますが、まずはホタテの養殖事業者の経営

環境を整備するため、安定的な生産に対策を講じ

る必要性があるものと認識しております。

現在高水温によりホタテの大量へい死が発生し

ているということは、マスコミ等でも広く報道さ

れております。しかし、ホタテ養殖は海という見

えない環境下で行う難しい産業でもあることか

ら、湾内で生息する生態系に何らかの環境変化が

生じていることが原因ではないかとも研究機関等

では言われてきております。

市では、こういった陸奥湾内の環境変化に対し、

どのような見解を持ち、むつ市でも重要な産業で

あるホタテ養殖事業をどのように守っていく考え

なのでしょうか。

そこで、１点目の質問は、二年連続ホタテのへ

い死率が高い状況となっているが、今後持続可能

なホタテ養殖事業を行っていくための市の見解と

対応についてお聞きします。

２項目めは、行政の伝達手段についてお伺いい

たします。行政の情報伝達には、主に平常時と災

害時で情報伝達に大きな違いがありますが、災害
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時における情報伝達は、自分の命を守るという防

災につながることから、迅速かつ正確な情報を住

民に伝える責務がある非常に重要な役割がありま

す。

むつ市では、災害時における情報伝達手段とし

て防災行政無線、テレビ、携帯電話などの情報端

末、ラジオ、広報車の５つの情報伝達手段を柱と

した災害の特性に対応する伝達手段の活用をして

おります。しかし、これまで５つの柱のうちの多

くの役割を担ってきた防災行政無線がデジタル化

により大きく役割が変更となりました。災害時の

情報伝達においては、情報が届かない人をなくす

方策を確立することが必要であることから、市で

はこの情報伝達手段、特に防災行政無線における

役割の変更について、情報端末による伝達手段の

活用に力を入れています。

今後多重かつ多様な伝達手段を整備する観点か

ら、防災行政無線の役割がこれまでと大きく変更

となった部分を情報端末の活用で災害情報が届か

ない人をなくす方策を取っていくと思われます。

そもそも市では、誰一人取り残すことのない社

会の実現に向けて現在取り組んでおられますが、

災害情報の伝達においても、これは該当すると思

います。

こういった考えから、市ではこれからの災害情

報の伝達についてどのようにお考えでしょうか。

そこで、１点目の質問は、防災における情報伝

達の市の見解についてお聞きします。

３項目めは、地域活性化についてお伺いいたし

ます。急速な人口減少と若者の地域からの流出に

より、地方は労働力人口の減少、消費市場の縮小、

地域経済の衰退という負のスパイラルに陥ってお

り、都市部以外ではどこも同じ問題を抱えている

現状であります。

そして、私の住む脇野沢地区も例外ではなく、

これまで長い間受け継がれてきた伝統や文化が後

継者不足により継続が困難になり、やめてしまう

事例が増えてきており、事業の継承に向け、行政

と地域が一体となって対策に取り組んでいる現状

です。

また一方では、地域の特性を生かして新たな事

業を行うケースも出てきており、現在脇野沢地区

では企業が新たな事業を始め、衰退する地域の活

性化に向け取組が行われております。

市では、地域の活性化について、主要課題と位

置づけておりますが、地域の持続的発展に向けて

は、事業の目的や進捗状況、今後の事業方針、効

果の検証といったことが必要であると同時に、住

民とのコミュニケーションを深め、問題解決を図

る上ではこれらのことが非常に重要であるものと

考えております。

そこで、１点目の質問は、脇野沢地区で開催し

た焼き干し体験会の目的と効果について。

２点目の質問は、脇野沢海域でのサーモン養殖

事業の推移と今後についてお聞きします。

以上、壇上からの質問を終わります。

〇議長（冨岡幸夫） 市長。

（山本知也市長登壇）

〇市長（山本知也） 杉浦議員のご質問にお答えい

たします。

まず、陸奥湾内の漁業についてのご質問につき

ましては担当部長から、行政の情報伝達手段につ

いてのご質問につきましては、副市長からの答弁

とさせていただきます。

次に、地域活性化についてのご質問の１点目、

脇野沢地区で開催した焼き干し体験会の目的と効

果についてお答えいたします。脇野沢の焼干は、

カルシウムが多く栄養価が高いことや、焼くこと

で香ばしさを増し、うまみが凝縮され、風味がよ

いことなどから、現在でも首都圏の高級料理店等

から引き合いがある地域を代表する特産品の一つ

であります。
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長年にわたり市内外で親しまれてきた焼干であ

りますが、人手不足や高齢化等により、令和４年

度を最後に生産が途絶えており、現在は原料とな

るイワシの漁自体が行われなくなるなど、危機的

状況となっておりますことから、焼干の作り方や

食文化を次の世代に継承し、地域の稼ぐ力を創出

するため、市民の皆様とともに「脇野沢焼き干し

大作戦」と題して焼干作製の工程を体験するイベ

ントを開催したものであります。

当日は、約50人が参加し、イワシの下処理から

串打ち、炭火で焼くまでを体験した皆様からは、

焼干を残してほしい、この取組を継続してほしい

などの声をいただきました。また、このイベント

の様子を各種メディアを通じて発信することによ

り、焼干の魅力と現状を広く周知できたものと認

識しております。

今年度の取組をきっかけとして、引き続き事業

継承の可能性について検討してまいりますので、

ご理解を賜りたいと存じます。

次に、ご質問の２点目につきましては、担当部

長からの答弁とさせていただきます。

〇議長（冨岡幸夫） 吉田副市長。

（吉田 真副市長登壇）

〇副市長（吉田 真） 杉浦議員のご質問にお答え

いたします。

行政における情報伝達手段についてのご質問、

防災における情報伝達手段の市の見解についてお

答えいたします。

まず、市では整備を進めてまいりました防災行

政無線のデジタル化整備事業につきましては、令

和６年12月までに完了し、その後本格運用を開始

しております。このデジタル防災行政無線の運用

につきましては、突発的に起こる津波から早期に

避難することで命を守ることに主眼を置き、あら

かじめ情報を得られる風水害等の災害ではなく、

津波災害に特化したものとして市内沿岸部を整備

の対象範囲としたところであります。したがいま

して、デジタル防災行政無線の緊急放送以外の情

報につきましては、情報伝達手段５本の柱のうち、

テレビ、ラジオ、情報端末及び広報車により情報

提供することとしております。

本年１月からは、５本の柱の一つである情報端

末において、スマートフォン用のむつ市防災放送

アプリ「コスモキャスト」をリリースしておりま

す。このアプリは、Ｊアラートなど緊急放送や避

難情報をスマートフォンで音声及び文字情報とし

てお知らせできるようにしております。

一方で、スマートフォンは、災害時に非常に役

立つツールであるため、主に高齢者を対象として

スマートフォンの使用方法を学ぶ教室の開催及び

スマートフォンの購入に対する補助制度も整備し

ております。

また、エフエムアジュールのインターネットを

利用したサイマル放送の導入により、エフエムラ

ジオの不感地帯の補完を図っておりますほか、当

市からの要請に基づいて、災害情報や避難情報を

テレビやラジオで放送する協定を関係事業者と締

結しております。

さらに、広報車の運行では、消防団等と連携し、

避難行動要支援者情報を活用して安否確認や避難

支援を行うなど、高齢者や支援を要する方の適切

な避難につなぐ体制の整備を構築しております。

このように５本の柱を一つ一つ強化、改善して

いくことで、市民の皆様が災害時必要とされる情

報を迅速かつ適切に発信するように対応しており

ます。

青森県から本年１月に発表のありましたＡｏｍ

ｏｒｉ防災・減災強化Ａｃｔｉｏｎ Ｐｒｏｇｒ

ａｍにおきましても、防災の課題を自分事と捉え

る必要性がうたわれており、自ら防災に関する情

報を収集する大切さを啓発するとともに、市民の

皆様にはご自身の生活スタイルに合わせた情報収
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集をしていただけるよう、周知、啓発活動に努め

てまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。

〇議長（冨岡幸夫） 産業政策部長。

〇産業政策部長（伊藤大治郎） 陸奥湾内の漁業に

ついてのご質問、二年連続ホタテのへい死率が高

い状況となっているが、今後持続可能なホタテ養

殖事業を行っていくための市の見解と対応につい

てお答えいたします。

昨年の陸奥湾の水温は、一昨年に引き続き、夏

から秋にかけてホタテガイの生育に影響を与える

高水温が観測されたものの、10月頃の稚貝の分散

時期には、陸奥湾ほぼ全域において、流通等によ

り稚貝が確保された状況でありました。

しかし、その後、むつ市管内の陸奥湾では青森

市から野辺地町の海域ほどではないものの、へい

死が確認されていると漁業協同組合などから伺っ

ております。

陸奥湾全域において11月に実施された実態調査

以降、ホタテガイのへい死が確認されており、こ

の要因として地方独立行政法人青森県産業技術セ

ンター水産総合研究所では、高水温の長期化だけ

でなく、餌不足も複合したとの見解が示され、今

後の対策として高水温や餌不足にも対応した養殖

方法の改善を提示しているところであります。

また、県では令和６年10月に陸奥湾ホタテガイ

総合戦略を策定し、生産者や関係団体等と役割分

担しながら、ホタテガイの持続的発展に向けた施

策に取り組むこととしており、市といたしまして

も、今後とも漁業者の皆様や漁業協同組合との対

話を重ね、県や研究機関等の関係団体と連携を図

り、一致団結して持続可能なホタテガイ養殖の実

現に向けて取り組んでまいりますので、ご理解を

賜りたいと存じます。

次に、地域活性化についてのご質問の２点目、

脇野沢海域でのサーモン養殖事業の推移と今後に

ついてお答えいたします。脇野沢海域でのサーモ

ン養殖については、組合員である日本サーモンフ

ァーム株式会社が令和６年10月に直径50メートル

円形生けすを１基設置し、中間育成した種苗魚を

12月下旬に海水へ馴致した後、沖合の生けすへ収

容作業を実施し、本格的にサーモン養殖が開始さ

れました。収容したサーモンの種苗は、１尾の平

均体重は455グラムで、収容尾数は５万尾であり、

冬から夏にかけて生育し、今年の６月から７月頃

に１尾平均３キログラムを目標に100トンの水揚

げが見込まれています。

今後の養殖事業につきましては、令和７年度中

に養殖生けすを１基追加し、来期は生けす２基で

実施する予定で、将来的には16基、生産能力は

4,000トンとなる見込みと伺っております。

以上でございます。

〇議長（冨岡幸夫） ２番。

〇２番（杉浦弘樹） ご答弁ありがとうございます。

それでは、順次再質問させていただきます。

まずは、１項目めの陸奥湾内の漁業についての

１点目、二年連続ホタテのへい死率が高い状況と

なっておりますが、今後持続可能なホタテ養殖事

業を行っていくための市の見解と対応についてで

す。ちょっとだけ話がずれますけれども、新聞で

報道されておりましたが、先月の27日の青森市議

会の一般質問において、陸奥湾のホタテ養殖が厳

しい環境下に置かれていることを念頭に青森市で

は、高水温に強い新たな魚種として期待されるカ

キの養殖試験などの漁業者側の取組に新年度から

支援をするといった答弁をしております。これが

新聞等で報道されておりました。これは、青森市

内の漁業者の将来的な所得安定対策からくる支援

であると思われるのですけれども、こういった問

題解決に向けて、行政側と漁業者が密にコミュニ

ケーションを取っているからこそできた支援策で

あると私自身考えております。

話を戻しますけれども、こういったことからも、
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市では県の持続可能なホタテ養殖においての対策

を今後講じていくと思うのですけれども、そのほ

かに青森市のように漁業者に対しての独自の対策

をするために、新たな養殖品目の開発でなくても

いいので、市内にある湾内の漁協とホタテの大量

死の原因は何なのか、抜本的対策等について、現

在積極的にコミュニケーションを取って意見交換

をしているのか、そして今後市ではそういった対

策をやっていく考えというのがあるのかどうか、

こちらのほうをちょっとお聞きしたいと思いま

す。

〇議長（冨岡幸夫） 産業政策部長。

〇産業政策部長（伊藤大治郎） 漁協等とのコミュ

ニケーションは積極的に取られているのかという

ことでございますけれども、今年度から新たに水

産業専門官を設置いたしまして、ほぼ毎日のよう

に漁協あるいは各庁舎のほうに訪問させていただ

いて、水揚げの状況、その他ホタテに関する情報

はもちろんですけれども、そういうことにつきま

しては共有させているという認識でございます。

新たな市の補助メニューとか、そういったもの

は現在のところありませんけれども、昨年県で実

施しました親貝の確保の対策であるとか、そうい

うところにつきましては、しっかりとアンテナを

張って対応させていただきたいと思いますので、

ご理解賜りたいと存じます。

〇議長（冨岡幸夫） ２番。

〇２番（杉浦弘樹） ナマコに関しては、資源増殖

推進の観点から、放流事業などを積極的に市では

これまでも予算のほうをつけて実施してきており

ますけれども、私が議員になってから感じるに、

これまで市がホタテ養殖に対する対策や支援とい

うふうなところに関しては、水揚げ減少による共

済の支援といった金銭面による支援が主だったの

ではないかと思います。

どうしてもホタテの安定生産に向けた事業の支

援、そういったものはあまりなかったような感じ

がしているのですけれども。

そこで、このホタテ養殖、安定的に今後ホタテ

養殖事業を続けていくに当たって、私のほうから

一つ提案させていただきたいと思うのですけれど

も、現在陸奥湾ではホタテの大量死の原因は、先

ほど答弁でもありました、まずは高水温です。こ

れと餌不足が複合した形だというふうに水産総合

研究所のほうからも研究結果が出ているのです

が、実際にほかの研究機関等とかの調査を見ます

と、異常気象による高水温のほかに、湾内におい

て貧栄養化が進んでいて、それが原因ではないの

かという指摘する声があります。

この貧栄養化とは、水中に溶けている栄養塩が

不足していることを言いまして、栄養塩が不足す

ると、生物の生産性が低下する現象を引き起こし

ます。これが近年発生するホタテの大量死につな

がっているのではないかと言われており、そして

この貧栄養化対策として有効なのが海底耕うん、

こういった事業が有効な手段であると提言した研

究機関があります。

海底耕うんとは、海底を鉄製の機具でかき混ぜ

て、海底の環境を改善する作業のことでありまし

て、海底の土、砂、泥をかき混ぜることにより、

栄養塩を海中に巻き上げる効果があり、実際に陸

奥湾のように湾がある沿岸の漁協が、ほかの地域

でありますけれども、協力して、海の環境保全を

実施するため、この海底耕うんを行っている事例

もあります。

ただ、この海底耕うん事業なのですけれども、

デメリットもありまして、海底をかき混ぜる作業

のため、ナマコ漁に影響するのではないかといっ

たことも考えられております。しかし、主要産業

であるホタテ養殖事業が危機的状況であります。

２年連続でこれだけへい死率が高いといったこと

は今までなかったので、危機的状況と言えると思
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うのですが、こういった対策をむつ市や陸奥湾の

沿岸の自治体と一緒になって行っていく必要性が

あるのではないかと私自身考えております。市で

は、この海底耕うんの有効性について、どのよう

に考えているかお聞きしたいと思います。

〇議長（冨岡幸夫） 市長。

〇市長（山本知也） 海底耕うんについての詳細な

答弁につきましては、担当部長からさせていただ

きますけれども、まず水産関連の全般的なお話を

いただきましたので、私のほうから全般の答弁を

させていただきます。

今水産環境が非常に悪化しているとか、海水温

が上がったり様々な海の状況が変わっております

ので、陸奥湾だけの問題ではないと認識しており

ます。陸奥湾に目を向けますと、ホタテガイの養

殖が非常に厳しくなっている状況でありまして、

むつ市というところは大畑、関根の外海のほうも

ありますので、外の海のほうを見ていただければ、

魚が実際捕れないというような状況にありまし

て、養殖と外の海の環境を有しているのが当市で

ございますので、それぞれ課題が異なっていると

いうことでございます。

現在水産庁でメニューとしております海業のプ

ランを幾つか市の事業として今提案をしていると

ころでございますけれども、全体的に津軽海峡側、

陸奥湾側の水産業に対するプランを新年度漁業者

の皆さんとつくっていく方針でございまして、現

在漁師の皆さん、漁業協同組合の皆さんと合意、

コンセンサスを得ている状況にあります。なかな

かまだ発表できる段階にはありませんけれども、

現状としてはそういった取組を陸奥湾だけではな

くて、大畑、関根の津軽海峡のところも含めて今

やっているところでございます。

これまでは、補償も含めて金銭面的なご支援を、

杉浦議員から話していただいた支援を市ではやっ

てきたということでございますけれども、先ほど

担当部長からもありましたとおり、水産業専門官

を配置いたしまして、今漁協、漁師さん、各庁舎

と連携をして、どういう形で水産を今後市として

やっていくか、そういったプランをつくる予定と

しておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。

〇議長（冨岡幸夫） 産業政策部長。

〇産業政策部長（伊藤大治郎） それでは、海底耕

うんにつきまして、答弁させていただきたいと思

います。

議員ご指摘のとおり、メリットとデメリットが

あるというふうに認識しております。メリットに

つきましては、先ほどの話にもありましたとおり、

海底の栄養塩が流出して、プランクトンが流出し

やすい環境になるということ。デメリットといた

しましては、ナマコの話もありましたけれども、

泥が舞い上がることによりまして、ポリドラとい

うものが発生して、それがホタテガイに付着する

といったことが挙げられております。ポリドラに

付着されたホタテガイは、貝殻がもろくなりまし

て、漁獲時に殻が壊れやすくなり、商品価値を低

下させ、また成長阻害、またはへい死に至るとい

うような影響も与えるというふうに聞いておりま

す。

市といたしましては、陸奥湾ホタテガイ総合戦

略を踏まえて漁協や漁業者の皆様の意向を確認し

た上で、陸奥湾全体に関わることでありますので、

県や研究機関等の関係団体の知見を踏まえなが

ら、対応を検討してまいりたいと考えております

ので、ご理解賜りたいと思います。

〇議長（冨岡幸夫） ２番。

〇２番（杉浦弘樹） ありがとうございます。私も

県の陸奥湾ホタテガイ総合戦略、こちらのほうを

見させていただきました。主にホタテを安定生産

するための方策といいますか、施策のほうが載っ

ているのですけれども、代表的なところでは、高

水温に対応するような生産性の改善等が記載され
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ているというふうなことで、私も読ませていただ

いたのですけれども、やはり海の環境を改善して

いくというふうなところについては、先ほど申し

上げた県のほうで令和６年度から実施している陸

奥湾ホタテガイ総合戦略の部分については載って

いないというふうなことでもあります。

今市長からも答弁ありました海業プラン、こち

らのほう、関係団体のほうと話を進めているとい

った現状だというふうなことで答弁ありましたけ

れども、やはり海の環境が著しく変わってきてい

るというふうなのも現状であります。

何より最大の原因は高水温ではあるのですけれ

ども、その高水温によっていろいろな弊害が出て

きているというふうなこともやはり考えられます

ので、今後何とか市のほうでもいろいろと調査研

究をしていただいて、持続的なホタテ養殖に向け

て行政側としても取り組んでいってほしいと思い

ますし、何より漁業者と密にコミュニケーション

を取っていただいて、漁業者側からの提案で支援

をする体制を構築するのではなくて、行政側のほ

うからも発信して、漁業に対する支援を構築して

いくような形を取っていただきますようよろしく

お願い申し上げまして、１項目めの再質問を終わ

らせていただきたいと思います。

では、２項目めの行政の情報伝達手段について、

防災における情報伝達の市の見解についてという

ことで再質問させていただきます。先ほど答弁で

ありました防災放送アプリ「コスモキャスト」、

もう運用のほうをしているというふうなことで答

弁がありました。この防災放送アプリ「コスモキ

ャスト」、こちらの導入した経緯、それはどうい

ったことからこの「コスモキャスト」を導入する

に至ったのか、そちらのほうをお聞きしたいと思

います。

〇議長（冨岡幸夫） デジタル行政推進監。

〇総務部デジタル行政推進監（藤島 純） お答え

いたします。

まず、「コスモキャスト」の導入経緯なのです

けれども、「ＦＬＡＴ―ふらっと―」等とか町内

会から、アナログの防災行政無線からデジタルに

替わるというところで、これまでの町内会での放

送等ができなくなるということから、それだと困

るというふうな声がありましたので、その内容を

踏まえて調査して、今の現在のアプリをリリース

したという状況になります。

以上です。

〇議長（冨岡幸夫） ２番。

〇２番（杉浦弘樹） 町内からの要望で、これまで

アナログで使っていた、町内のコミュニケーショ

ンツールとして使っていたと思うのですけれど

も、それがデジタルによって使えなくなるといっ

たところから、この「コスモキャスト」を導入し

たというふうな経緯だと思うのですが、とはいえ、

この「コスモキャスト」は防災放送アプリという

ふうな形になっております。

町内のコミュニケーションツールとしても使え

る、そこを役割として補っていけるというふうな

ところもあるのですけれども、これまで防災行政

無線の部分においても役割のほうが少し変わるか

らといったところで、そこを補うために防災放送

アプリという名前で「コスモキャスト」のほうを

運用しているかと思うのですけれども。

やはり「コスモキャスト」、非常に私はいいも

のだと思っております。だからこそ、導入するに

当たって、今後「コスモキャスト」を利用するユ

ーザーの登録者数、こういったものの目標をきち

んと行政側のほうで設定して運用していけば、非

常に防災情報の部分からも手厚く支援していける

ような環境整備になっていくのではないかという

ふうに考えているのですが、まずは「コスモキャ

スト」を登録する住民の方々の数値、そういった

目標を設定しているのかどうか、こちらのほうを
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お聞きしたいと思います。

〇議長（冨岡幸夫） デジタル行政推進監。

〇総務部デジタル行政推進監（藤島 純） お答え

いたします。

まず、「コスモキャスト」のダウンロード数と

いいますか、利用の目標値というのは、特に地域

ごとには定めてはおりませんけれども、その申請

段階では防災かまふせメールの利用数１万500人

をベースに、2026年度末で１万1,000ダウンロー

ドを目標にしております。

ただ、これから各町内会とか地域で使っていた

だくということになりますので、それ以上にイン

ストールしていただけるように、こちらでは様々

な研修会とか町内会に出向いてのインストールの

お手伝いとかしていきたいと考えておりますの

で、ご理解賜りたいと存じます。

〇議長（冨岡幸夫） ２番。

〇２番（杉浦弘樹） 今答弁ありました。１万1,000人

がダウンロードすることを目標にやっていきたい

というふうなことではあるのですけれども、むつ

市の人口は５万人ですよね。スマートフォンを使

える確率、スマートフォンを使う年代の人たちが

かなり一定数いる中で、１万人というふうな目標

設定は、やはり私は非常に少ないのではないかと

思います。何より防災放送アプリでございますの

で、もっとこの目標設定のほうを上げていただい

て、特に高齢者の部分、高齢者がスマートフォン

を使えるようになって、「コスモキャスト」をア

プリとしてダウンロードする。そこの年齢層の部

分での目標設定を具体的にしていかないと、災害

時の情報が届かない人をなくすという観点から、

やはりどうしてもこの「コスモキャスト」が正し

く運用されていかないのではないかと思っており

ます。

そういったことから、今答弁でありました１万

1,000人のダウンロードを目標としているという

ことでありますけれども、もっと年齢層を絞った

形での目標設定は、今後していく可能性はあるの

かどうか、そこの部分をお聞きしたいと思います。

〇議長（冨岡幸夫） 市長。

〇市長（山本知也） 防災放送アプリ「コスモキャ

スト」は、完璧なものではございませんで、より

多くの市民の皆様が各種情報、いわゆる災害情報

を受け取れる環境を整備していく、これが市の方

針でございまして、災害情報伝達手段の多様化及

び多重化を図っていく、これが必要と考えており

ます。

これまでもそうなのですが、防災行政無線中心

にやってきましたけれども、先ほど吉田副市長か

らも答弁させていただいたとおり、当市の災害情

報伝達手段というのは５本の柱を掲げてございま

す。それは、テレビ、情報端末、防災行政無線、

ラジオ、広報車ということになりますけれども、

テレビであればＬアラート、地域災害情報が発信

されていたり、テレビで大きな地震が来たり、津

波が来たりするのが分かると。

もう一つは、情報端末が防災かまふせメール、

市公式ホームページＸなどのＳＮＳ、ＬＩＮＥ、

「むちゅぱ」、ここに防災行政無線と情報端末の

間にあるのが防災放送アプリでございまして、防

災放送アプリを５万人の皆様、５万人というのは

ゼロ歳児の赤ちゃんも含まれますので、そこはな

かなか難しいというので、そういう年齢層という

ことを杉浦議員おっしゃっているのだと思うので

すが、もちろんそこも含めて、高齢者のスマホの

所有率が低いので、今スマホ購入応援事業をやら

せていただいております。

情報伝達を全て「コスモキャスト」でやるとい

うことではなく、５本の柱をさらに充実させてい

くもう一つのツールが増えたというふうにご理解

いただければ、もちろん防災行政無線が今ない地

域もありますので、そういったところには広報車
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はじめラジオ、先ほど言ったサイマル放送も含め

て、不感地帯にはインターネットでラジオが聞け

る体制も整えていますし、そういったものを多重

化、多様化していく、どんどん、どんどん増やし

ていくということが今の市の政策としてあるとい

うことをご理解いただければと存じます。

〇議長（冨岡幸夫） ２番。

〇２番（杉浦弘樹） 今市長からも答弁ありました、

より多くの住民、そして多様化、多重化を目的に

整備していくというふうなことでの話がありまし

たけれども、やはりより多くの住民がいろいろな

方法で災害情報を得るためには、利用者のほうが

目に見える形で今整備されておりますので、目標

設定というふうなのはある程度高い目標設定をし

て、誰でも使えるような形で整備していくのが一

番私は重要であると考えております。

この「コスモキャスト」を導入する経緯、先ほ

ど答弁ありましたけれども、アナログからデジタ

ルに替わることによって、町内からの要望があっ

たというふうなことです。

この情報伝達手段の部分においては、12月定例

会でも工藤議員もいろいろと一般質問されており

ました。どうしても防災行政無線のほうが今まで

とは違う役割、あとは整備方法、整備方針がなさ

れているので、今まで使っていた部分から使えな

くなる部分が多いというふうなことで、何とかそ

こをカバーしてほしい、もしくは元に戻してほし

いといった住民側からの意見がこれまで多数あっ

たと思うのです。

実際これ「ＦＬＡＴ―ふらっと―」でも出てい

たと思うのです。だからこそ、この「コスモキャ

スト」を導入していったというふうなことである

と思いますので、何とかそういった観点から見て

も、この「コスモキャスト」を利用する人が増え

ていってほしい。そうすれば、今後防災行政無線

が今現状で、以前よりも違う形で整備されている

ところに関しての住民の不安といったところが解

消されていくと私は思っておりますので、何とか

目標設定のほうをしていただきたいと思っており

ます。

最後に、「コスモキャスト」使った方法の部分

でちょっとお聞きしたいことがあるのですけれど

も、実際に「コスモキャスト」、スマートフォン

さえ使いこなせれば、平常時や災害時の情報伝達

機能の部分からも非常に有効に使えますし、何よ

り以前この議会でも答弁されていたような気がす

るのですけれども、予算の部分においても行政側

で比較的安価で導入できたというふうなことで聞

いておりました。

非常に優れたものであるとは思うのですけれど

も、どうしてもスマートフォンといった情報端末

を使いこなせない住民がいた場合、例えば今市の

ほうでも購入補助や、あるいは使い方を教えてい

るサービスのほうをやっておりますけれども、そ

ういったのを受講していても、なかなか使えない

人というのは多分出てくるかなと思っているので

す。そういった場合、個別に「コスモキャスト」

が使えるタブレットを配備して、例えば災害情報

を自動で受信して、情報端末が操作できなくても

災害情報を知ることができる、そういった部分は

この「コスモキャスト」で可能かどうか、そちら

のほうをお聞きしたいと思います。

〇議長（冨岡幸夫） デジタル行政推進監。

〇総務部デジタル行政推進監（藤島 純） お答え

いたします。

まず、タブレット。タブレットというのは、今

一般に出回っているタブレットはアンドロイドか

ｉＯＳのアイパッドがありますけれども、どちら

でも「コスモキャスト」のアプリをインストール

して利用することは可能です。ですので、どうし

てもスマートフォンを使えない家庭にタブレット

を配布するというのも可能性としてはあると思い
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ますけれども、こればかりは予算とか様々踏まえ

ることがありますので、それらを調査研究して進

めていきたいと考えております。

〇議長（冨岡幸夫） ２番。

〇２番（杉浦弘樹） この部分なのですけれども、

昔で言ったら防災行政無線の戸別受信機みたいな

役割がなされていくのかなと私は思っておりま

す。そういった部分から考えても、この「コスモ

キャスト」は非常にいいものだと思っております。

これ、どうしても予算のほうもある程度かかっ

てくる部分もあるので、なかなかこの場での返答

というのは難しいとは思うのですけれども、どう

しても高齢者の方で情報端末を使えない方がいる

と思うので、ぜひとも今提案したいのです。

災害が起きたとき、自助、公助といった形で対

応してくださいというふうなことでお話しされる

のですけれども、何よりまず自助の部分が確立さ

れていなければ、公助の部分というふうなのは行

っていけないというふうな基本的な考えが私の中

ではありますので、「コスモキャスト」をこの地

域で運用していくに当たって、高齢者の方々、情

報端末を使えない方々に対しても何とか災害情報

が行き届く環境整備という観点から、今話をしま

したタブレットの配備、操作しなくても災害情報

や地域の情報を得ることができる、そういった環

境整備のほうを今後調査研究して、可能であれば

ぜひとも導入していただきたいなと思っておりま

す。これで２項目の質問を終わらせていただきま

す。

それでは、３項目め、地域活性化について、脇

野沢地区で開催した焼き干し体験会の目的と効果

について再質問いたします。まずは、焼き干し体

験会の目的と効果についての答弁で、事業の継承

を目的に、効果については焼干を広く周知できた

というふうなことで答弁がありましたけれども、

今回行っている事業のほうは、この焼干を作る作

業を体験してもらうというふうなことで行ってい

ると思います。

これまで脇野沢地区の特産品である焼干、脇野

沢でイワシが水揚げされ、それを原料として焼干、

焼く作業をして作っていったというふうな経緯が

あります。それをすることによって、地域ブラン

ドとして高い評価を得てきたというふうに思って

おりますけれども、今後この原料となるイワシ、

こちら脇野沢での漁の復活の部分においては、今

後漁船側のほうでは焼き干し体験会を行うに当た

って、漁の復活の部分についてはどのように行っ

ていく考えなのか、そちらのほうをお聞きしたい

と思います。

〇議長（冨岡幸夫） 産業政策部長。

〇産業政策部長（伊藤大治郎） お答えいたします。

原材料であるイワシ等の確保については、現在

脇野沢地域でイワシ漁を営む漁業者の方はおりま

せん。今後脇野沢流通センターの建設や国の事業

である海業の振興を通じて地域のにぎわいを創出

し、地域住民の皆様、特に若い方々を中心に脇野

沢で漁業をやりたいと感じていけるような魅力あ

る漁村地域づくりに積極的に取り組んでまいりた

いと考えております。

また、原材料の確保の仕組みについても同時に

検討してまいりたいと思いますので、ご理解を賜

りたいと存じます。

〇議長（冨岡幸夫） ２番。

〇２番（杉浦弘樹） 私、このイワシ漁の復活につ

いてなのですけれども、今部長のほうからも答弁

ありましたが、そのやり方で漁が復活するかどう

かというふうなのは非常に微妙だなと今答弁聞い

て思いました。何より今この漁業の部分において、

特にホタテ養殖事業の部分においても以前とは違

い、稼げる形態になってきたというふうなことで、

脇野沢地区でも若い方々、漁師さんの息子さん、

今まで例えば私の年代の漁師の息子たちは、当時
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稼げなかったので、継いでいる人は本当にごく一

部です。割合的には、ごく一部です。ところが、

今の20代の若い人たちは、ホタテのほうが大分単

価が上がって、経営状況が安定してきたというふ

うな観点から、食べていけるということで、継ぐ

ケースというのは非常に割合的に多くなっており

ます。

数のほうは、そんなにも多くないですけれども、

そもそも私の年代のとき、同級生というのは、脇

野沢地区では大体45人から50人近くいました。今

の20代の年代がどのくらいいるかというと、10人

か20人しかいないのです。半分減っている中で、

でも事業を継いでいるケースというのは、私の年

代では、この近辺のところは１人か２人しかいな

いのが、20代では３人、４人、５人といるのです、

実際。そうすると、漁業に定住していく部分につ

いては、やっぱりパーセンテージ高いと思うので

す。

そういったところから、今現状で20代の人たち、

脇野沢で漁業をやっている方々に対して、行政側

のほうで補助をするので、特産品の開発の部分で

焼干の事業を何とか残していきたいから、漁のほ

うをやっていただけないかというふうなことで、

漁協側のほうとも話をして、そういった、漁協と

かでは部会のほうをつくったりするのですけれど

も、そういう焼干の部会を若い人たちにつくって

もらって、そこに対して支援していって、何とか

原料のほうを確保していくというふうなことが現

実的なのではないかなと私自身個人的には思って

おります。この部分について、市のほうではどの

ように考えるか、ちょっとお聞きしたいと思いま

す。

〇議長（冨岡幸夫） 市長。

〇市長（山本知也） 杉浦議員おっしゃるように、

私自身も脇野沢の漁師の皆さんと話すと、若い漁

師さんが結構稼げているというような状況にあり

まして、それはホタテではなくて魚の単価が高く

なってきて収入があると。イワシがなくても収入

があるので、わざわざイワシをやらなくていいと

いうようなお話をされているような方が多くて。

まず、今回焼き干し体験会をさせていただいた

のは脇野沢村漁協の皆さんにもご相談申し上げま

したし、なかなか無理だと、もうやっている人い

ないと。先ほど来申し上げているとおり、令和４

年度からイワシ漁もやっていないと。イワシ漁は

やっていないし、焼干ももう無理だと、やめると

いう中で、産業政策部長はじめ担当課の職員が何

とかやりたいという思いから焼き干し体験会を実

施させていただいて、やってみれば、脇野沢地域

の皆さんが、やっぱり懐かしくていいよねと言っ

てくれて、まずはやる雰囲気の醸成。

先ほど担当部長からもありましたけれども、今

脇野沢流通センターの建設事業ですとか、海業の

振興も含めて、行政ができることは、まず皆さん

やってみましょうということをやっていくという

ことで、実際やるのは漁師さんはじめ地域の方な

ので、その人たちがやってくれる、立ち上がって

くれなければ事業としてはやっていけませんの

で、まずはそのことに取り組んでいるという状況

でございます。

杉浦議員から提案のありました研究会とか勉強

会の中で若手漁師の皆さんがやるということであ

れば、行政もタッグを組んで、これからも脇野沢

の焼干を残していきたいと思います。

付け加えて言えば、例えば仙台の牛タンは有名

ですけれども、仙台の牛が牛タンになっているわ

けではなくて、どこからか仕入れてきて牛タンに

なっていますので、もしかすると脇野沢のイワシ

ではないかもしれませんけれども、陸奥湾平舘海

峡から捕れたイワシを使って、それが焼干になる、

それで脇野沢が産地になる。

そのことも含めて、できることは幾つかあるの
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だと思いますし、今地域おこし協力隊も脇野沢で

実施できないか、検討している中で、焼干をやる

ために地域おこしをやるという目的をつくって地

域おこし協力隊を雇うこともできます。佐井村で

は漁師縁組もやっていますので、そういった目的

を持って地域おこし協力隊もできます。地域の皆

さんとどうやったら焼干を残せるのかを協議を続

けながら、もちろん提案いただきました漁業協同

組合の若手だけではなくて、組合の皆さんと、こ

うしたらできるのではないかという提案をいただ

ければ、それに向かって共に歩んでまいりたいと

考えております。

〇議長（冨岡幸夫） ２番。

〇２番（杉浦弘樹） この焼干の部分において、な

ぜ事業のほうが継承できずに終了していったかと

いいますと、もともとは焼く作業のほう、これ我

々で言ったら陸仕事とよくしゃべるのですけれど

も、この陸仕事の、要は人員の確保ができないと

いうふうなところから、最終的に漁のほうをやめ

てしまおうというふうなことでやめた経緯があり

ます。

最後までやっていた漁師さんが、実は今話しさ

れている部分なのですけれども、私もそこにしょ

っちゅう議会がないときとか、活動がないときに

朝早く乗って、イワシ漁、普通に網のほうを引っ

張って、イワシを水揚げしていたというのがある

のです。今まずこの体験会を実施するに当たって

醸成づくりが必要だというふうにおっしゃってい

ましたけれども、確かにそのとおりだと思います。

なので、経緯とすれば、陸仕事のほうをやること

ができないから漁のほうをやめてしまおうという

ことだったので、陸仕事の部分をきちんと確保す

る環境整備ができれば、また漁のほうも、ではや

っていくかというふうな形になる可能性があると

思っております。

だから、その部分において、行政側のほうでも

この醸成づくりのほう、今後取り組んでいってほ

しいなと思いますので、何とかよろしくお願いい

たします。

それでは、２点目の脇野沢海域でのサーモン養

殖事業の推移と今後についてということで、時間

もなくなってきましたので、こちらのほうは要望

をして終わりたいと思います。

令和６年から本格的に開始されたということで

あります。今後は生けすを増やして生産能力を増

やしていくというふうなことで答弁がありました

けれども、民間企業が行っている養殖事業であり

ますので、生産能力を増やすということは分かる

のですけれども、例えばそれを増やしたから地域

の特産品で何か加工できるような形に回せるとい

ったところというのは、まだまだ不透明なところ

があると思います。

市長も最近、この養殖事業を視察されておられ

ますよね。私もたまたまちょっと聞いたのですけ

れども、視察しているということは、何らかの活

用のほう、市のほうで活用できないかというふう

な部分、考えていると思います。何とか事業者と

意思疎通を図った上、つくる部分から地域ブラン

ドの構築に向け、事業者側と話合いを続けて、脇

野沢の特産品のほうをつくっていけるような形で

前向きに頑張っていただければなと思っておりま

すので、そちらのほう、最後要望いたしまして、

私の一般質問を終わりたいと思います。

〇議長（冨岡幸夫） これで、杉浦弘樹議員の質問

を終わります。

ここで、午前11時10分まで暫時休憩いたします。

午前１０時５６分 休憩

午前１１時１０分 再開

〇議長（冨岡幸夫） 休憩前に引き続き会議を開き

ます。



- 110 -

◎佐賀英生議員

〇議長（冨岡幸夫） 次は、佐賀英生議員の登壇を

求めます。19番佐賀英生議員。

（19番 佐賀英生議員登壇）

〇19番（佐賀英生） おはようございます。19番、

市誠クラブの佐賀英生でございます。むつ市議会

第263回定例会に当たり、通告に従いまして一般

質問いたします。理事者各位の前向きな答弁をよ

ろしくお願いいたします。

本日３月３日といえば、日本中の誰もが知って

いる記念日、サルサの日です。今日はサルサの日

ですから、私たちはサルサを踊って、少しでも皆

さん、サルサの日を祝ってあげましょう。そして、

その後には同じく今日の記念日である白い液体

で、皆に有名なジュースがあるのですけれども、

それも今日その記念日ですので、それを飲んで楽

しみたいと思っておりますので、よろしくお願い

いたします。

さて、昨日まで３月初旬とは思えないほど暖か

い日々が続きました。春の到来を感じさせられま

したが、まだまだ油断はできません。私が気候の

変化を感じたのは、今から二十四、五年前であり

ました。イカの水揚げがされ始めるのが７月の下

旬あたりからなのですが、この辺りから二、三週

間遅れ始め、それがずっと続き始めてきたのです。

私たちは、農産物の収穫、水産物の水揚げ、木

々の変化により季節を体で感じ、体現し、四季を

感受してきたのではないでしょうか。ところが、

ここ四半世紀、確実に季節が変わり始めていると

感じているのは私だけではないと思っておりま

す。

気候が変化しているのは諸説あり、一番言われ

ているのは地球温暖化です。京都議定書により

1997年、地球温暖化対策のための国際的な取組を

目的とし、先進国に温室効果ガスの排出削減を義

務づけたものですが、当時某大統領が反対し、従

わず、次の大統領は協力、参加したのですが、復

活したこの某大統領というのが厄介なものでござ

いまして、今回もナンセンスだと、批准しないと

宣言いたしました。

また、世界を見れば、ドイツ、フランスは原子

力発電を取りやめ、特にドイツに至っては建物ま

で破壊し、化石燃料に移行しましたが、ロシアの

ウクライナ侵攻で電力不足が顕著となり、国家財

政に多大なる負担を与えたとのこと。ただし、先

般、電力供給のために両国とも原子力発電を復活

させるとの報道を目にいたしました。

いずれにいたしましても、ここまで来ている温

暖化や気候変動は、すぐには元に戻ることはでき

ないので、現状に合った生活と覚悟、現状に合っ

た産業の構築と変化、現状に合った考え方と行動

を余儀なくされてきているのではないでしょう

か。しばしの覚悟と決断が必要と考えております。

それでは、通告に従いまして２項目について質

問いたします。

１項目めの市有地及び市所有建造物の売却・有

償貸与について質問いたします。地方では少子高

齢化、若い人たちの転出、東京一極集中などが遠

因となり、学校を中心とした公共施設の未利用施

設が廃止となって進んでいると聞いております。

当初公共目的のために利用しようとしていた土地

も、前段と同じような理由で、近年材料の高騰に

より計画はしていたものの、手をつけられずにい

るとのこともあるそうです。反面、廃止になった

施設、保有している土地を公共性の強い企業、地

域活性化につながる団体に貸与している自治体も

あるとのことです。

市有物とはちょっと違いますが、市が仲介して

補助金を出したり、空き家対策と結びつけるため

に移住者を呼び込む施策を行っている自治体があ

ることは広く知られております。人口減少などが



- 111 -

進むことにより、地方自治体は財政運営が厳しく

なっていくことは顕著で、自治体が保有する未利

用の土地や廃止となった施設など、有効利用する

ことが求められているのではないかと思っており

ます。

令和９年度からむつ市公共施設等総合管理計画

が第２期に入ろうかと予想されますので、何らか

の措置が加わることと予想されます。ここは一度

大胆に直し、市有地及び市所有建造物の売却・有

償貸与も取り込み、リセットしてはどうかと考え

ております。市長の考えをお伺いいたします。

２項目めの一次産業の振興を目的とした調査研

究について質問いたします。少し受けよく、一次

産業全般にわたり説明し、壇上での説明としたか

ったのですが、調べれば調べるほど水産業に関わ

るデータが少なく、事業や水揚げ、就労支援など、

調べているうちにがっかりさせられる事業が多か

ったので、一次産業振興全体のことではあります

が、事例は水産業を主に述べさせていただき、質

問させていただきます。

自然環境的、率直に言えば地球温暖化、異常気

象の遠因により、農産物、水産物の収穫、漁獲が

目に見えて減産しております。農産物は減収率が

まだ少ないほうで、水産物においては、その現状

が著しく顕著であります。

農産物の米に関しては、インバウンドとか、予

想以上の需要があったとか、るる講釈をしており

ますが、何ということはなく、減反という国家の

大失策が原因で、政府はいろいろ言い訳をしてお

りますが、そんなことはばればれです。少し非を

認めることがあればかわいげもありますが、いろ

んな理屈をつけて、謝ることや非を認めることが

できない役人に大変憤りを覚えております。

一次産業は、国民の生命の根幹である食物を供

給し、日々の生活を支え、活力を生み出しており

ます。俗に言う人間の５大欲は、睡眠欲、食欲、

財欲、色欲、名誉欲と言われておりますが、ここ

は諸説ありますので、意見が分かれると困ります

ので、ハロルド・マズローの説を排除し、仏教の

５大欲を引用させていただきました。

どんなに貧しても、困っていても、睡眠欲と食

欲がなくなれば、人は死んでしまいます。あとの

３大欲、すなわち財欲、色欲、名誉欲は生命には

直結はいたしません。それだけ一次産業は大事な

ことであり、生活する上において大きな比重を占

めていることと思われます。

さきにも述べましたが、データが薄いので、数

字や事例は示しにくいので、経験や皮膚感覚で議

論していきたいと思っております。現状のままで

いけば、一次産業の従事者はほとんどいなくなり、

大変なことになりかねないと思われます。

むつ市、下北、青森県には県立の研究機関が多

々あり、国の機関でもある海洋研究開発機構むつ

研究所も同時にあります。これを利用しない手は

ないと考えており、一次産業について根幹から科

学的データベースを用いて今後のことを踏まえ、

調査研究し、創造する新しい一次産業を目指すべ

きと考えておりますが、市長の見解をお伺いいた

します。

以上、壇上よりの質問とさせていただきます。

〇議長（冨岡幸夫） 市長。

（山本知也市長登壇）

〇市長（山本知也） 佐賀議員のご質問にお答えい

たします。

まず、市有地及び市所有建造物の売却・有償貸

与についてのご質問につきましては、担当部長か

らの答弁とさせていただきます。

次に、一次産業の振興を目的とした調査研究に

ついてのご質問にお答えいたします。一次産業で

ある農業、林業、漁業等を振興するための調査研

究は、地域経済の安定と成長を促進し、食料自給

率の向上や環境保護にも寄与する重要な取組であ
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ります。

まず、当市の農業につきましては、担い手不足

や物価高騰に伴う農家の経営不振などが課題とし

て挙げられますが、下北管内の各自治体や関係機

関が集まり情報交換や意見交換を行い、現状の把

握や課題の解決に努めているところであります。

また、毎年地方独立行政法人青森県産業技術セ

ンター農林総合研究所における研究成果発表会が

開催されているほか、下北管内においては下北地

域県民局地域農林水産部の主催により、夏秋イチ

ゴやタラの芽の研修会が行われており、研究結果

の共有や栽培技術の向上が図られております。

次に、林業につきましては、課題の一つとして

伐採後の再造林率が低迷していることが挙げられ

ます。再造林率の低迷の理由といたしましては、

担い手不足や市場の木材価格の変動により収益性

が不安定であること等、複数の要因が考えられま

す。このような課題について、青森県において自

治体担当者や林業事業者等で構成された再造林推

進協議会を県民局ごとに創設し、研修会等を通じ

て解決方法を研究しております。

具体的には、植栽後の草刈りの機械化による省

力化及び低コスト化の検討や再造林重点推進地域

を設定し、持続的な再造林を促すための検討を行

っております。

また、デジタル技術の活用についても、各県民

局にスマート林業コンソーシアムが創設されてお

り、森林ＧＩＳの活用や現地調査へのデジタル技

術の導入等について研修を行い、デジタル技術者

の育成を図っております。

次に、漁業につきましては、漁獲量の低迷や担

い手不足等が課題として挙げられますが、県や関

係団体が主催する漁業者や漁業協同組合、市町村

職員を対象とした海洋環境や資源管理に関する研

修会や稼げる漁業を目指した座談会等において情

報交換や意見交換が行われており、現状の把握や

課題の解決に向けた取組がなされているところで

あります。

以上のことから、農業、林業、漁業、それぞれ

において既に研究会等が設置されており、市とい

たしましては、今後も情報収集に努めるとともに、

一次産業に従事する皆様と対話を重ねて情報共有

するほか、国、県、大学等の関係機関と連携を図

りながら、課題や問題点の解決に向け取り組んで

まいりたいと考えておりますので、ご理解を賜り

たいと存じます。

〇議長（冨岡幸夫） 財務部長。

〇財務部長（松谷 勇） 市有地及び市所有建造物

の売却・有償貸与についてのご質問、現在市が所

有している土地及び建造物を精査し、企業・個人

を問わず希望者に売却・有償貸与してはどうかに

ついてお答えいたします。

市では、行政財産としての当初の目的を廃止し、

ほかの事業に活用が見込めない土地及び建物につ

きましては、むつ市有財産利活用基本方針に基づ

き、市が主体となって売却や貸与を進め、安定的

な財源の確保に努めております。

また、主に未利用となっている市有財産につき

ましては、市民の皆様や民間事業者などの自由で

創意工夫されたアイデアやノウハウを生かす民間

主導のむつ市有財産利活用民間提案制度及びむつ

市遊休資産トライアル・サウンディング事業によ

り、市有財産の有効かつ適正な利活用の推進に努

めておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。

〇議長（冨岡幸夫） 19番。

〇19番（佐賀英生） 答弁いただきました。では、

順番どおり参りましょうか。

まず、財産の部分なのですけれども、利活用に

取り組んでいるということなのですけれども、ち

ょっとホームページとかいろいろ探してあれした

のですけれども、なかなかこういう部分がなくて、

これは市の中だけで取り組んでいるものなのです
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か、それとも全国的にこういう財産があるよ、利

用しませんかという、ちょっと外側にもアピール

しているものなのでしょうか、そこだけお願いい

たします。

〇議長（冨岡幸夫） 財務部長。

〇財務部長（松谷 勇） お答えいたします。

市のホームページに基本方針並びにその他の取

組等について広報させていただいておりますの

で、企業・個人等に対しまして、一応アピールさ

せていただいているということで認識をさせてい

ただいております。

〇議長（冨岡幸夫） 19番。

〇19番（佐賀英生） すみません、佐賀、探せなか

ったみたいで、ちょっと残念ですけれども。

今まで、ではそれで問合せとか、県内外を問わ

ず、あったものが何件かあるのか。もしありまし

たら、お知らせ願いたいのですけれども。

〇議長（冨岡幸夫） 財務部長。

〇財務部長（松谷 勇） お答えいたします。

むつ市有財産利活用民間提案制度という制度が

ございますけれども、こちらにつきましての実績

は、令和元年度から事業を始めておりますけれど

も、これまで５件の応募がございまして、そのう

ち２件を採用させていただいております。

〇議長（冨岡幸夫） 19番。

〇19番（佐賀英生） ５件応募があったということ

で、大変いいのですけれども。貸与というか、電

信柱とかいっぱいあって貸与している部分、貸し

ている部分、やりにくいのですけれども、売却で

きた部分ですとか、そういう部分というのがもし

ありましたら。

これと重複するかどうか分かりませんけれど

も、土地とか売却できた部分とかあれば、教えて

いただきたいのですけれども。

〇議長（冨岡幸夫） 財務部長。

〇財務部長（松谷 勇） お答えいたします。

先ほどの民間提案制度、令和元年度から事業を

始めさせていただいておりますけれども、例えば

旧角違小中学校につきましては、土地と建物、ま

た旧脇野沢教員住宅、こちらのほうも売却させて

いただいておりますけれども、同じく土地、建物

について売却をさせていただいております。

以上でございます。

〇議長（冨岡幸夫） 19番。

〇19番（佐賀英生） 分かりました、そうですよね。

例えば一番学校が建物としては多いのかなと思

うのですけれども、そうなると今度教育委員会に

行ってしまうので、今回はそっちは置いておいて。

建物とかそういうのというのは、何か科学的根

拠はないのですけれども、人が住まないと朽ちて

いくような気がして。総合計画から見ますと、例

えば木造のものを解体すると。私見てちょっとび

っくりしたのですけれども、平米当たり３万円と。

ということは、１坪当たり掛ける３で９万円、約

10万円近くのお金が必要になっていると。この金

額というのは、全部入った、例えば解体するとし

て、答えられる範囲で結構なのですが、そのくら

い、坪当たり10万円ぐらいかかってしまうという

ことで理解してよろしいのでしょうか。

〇議長（冨岡幸夫） 財務部長。

〇財務部長（松谷 勇） お答えいたします。

解体につきましては、その建物の構造等によっ

て変わるかとは思いますけれども、やはりこの頃

解体等の単価も上がっているということを現状把

握をしておりますので、なるべくそのような解体

をする前に、使える段階で市の施設を民間または

個人のほうに売却または貸与できるよう努めてい

るところでございます。

〇議長（冨岡幸夫） 19番。

〇19番（佐賀英生） ありがとうございます。やっ

ぱり下がることは、今むつ総合病院とか、みんな

建物、構造物はそうなのですけれども、安くなる
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ことはないのですよね。ただ、どうしても、特に

木造のものになりますと、やはり危険も、ちょっ

とした今異常気象があって大変になってくると思

いますので、おいおい少し壊せるものは壊すとか、

少し減築というか、ちょっと直したりするとか、

そういうふうにしたほうがいいかと思われます。

以前大畑の交番の隣をやっていただいて、あり

がたいことに、うちの小屋までついでにやっても

らったのですけれども。金額は払ったみたいで。

そういうところがあれば、特にそういう小さいと

ころなんかというのは、取り壊したり、更地にし

て少し皆さんにアピールするとかという考え方

は、今後においてあるのか、最後にお伺いいたし

ます。

〇議長（冨岡幸夫） 財務部長。

〇財務部長（松谷 勇） お答えいたします。

なかなか市でも利用ができない、また民間のほ

うでもなかなか利用できなく、建物が老朽化して

くるということでは、脇野沢地区にございました

バンガロー等については撤去させていただいてお

ります。そのような撤去にも大分それなりの費用

がかかりますので、なるべく利活用できる施設を

積極的にＰＲしてまいりたいと考えております。

〇議長（冨岡幸夫） 19番。

〇19番（佐賀英生） ありがとうございました。い

ろいろ難しい部分もあるし、何せお金のかかるこ

とですから、はい、ほいとできないのはよくよく

承知していますが、やはりそういうもの、なるべ

くだったら売れれば面白いし、もっと言えば、木

材というのは今お風呂屋さんとかいろいろ、ちょ

っとした工場で使っているところもありますの

で、あなた方、ここに来て勝手にやってください

みたいな感じでもできればいいような活用の仕方

をしていただきたいと思っておりました。

次に、ないことを、いっぱい資料を持ってきた

のですけれども、一次産業の勉強会ということで、

県がやっているとかどうのこうのというのは先ほ

ど市長から答弁いただきました。市長、違うので

す。私が言っているのは、これむつ市でやろうぜ

ということなのです。要は、県内といったって、

見てください、あの地図。いっぱいあるのです、

魚種もあるのです。昆布から沖合漁業まであるわ

けです。これ一緒くたにやったって、本当に全然

アウトです。

僕、少し長く関わらせてもらった経験上言いま

すけれども、漁師さんとか識者が集まるのです。

稼げる漁業だよ、頑張りましょうねと。漁場の処

理しましょうねと。どこかうまくいったところと

いうのは、どれぐらいだと思いますか。１割か２

割です。要はきっちりとした根幹から勉強すべき

だと思っています。というのは、気象が変わった

と。海水温が一、二度上がっているわけですよね。

確かに温暖化ですよね。だったら、それに合った

やり方があるわけです。科学的にもいろんなもの

を分析して、ではどうするかと。そういう勉強会

をやったほうがいいと思っているのです。

海洋研究開発機構もあります。これ潮の流れと

か全部分かりますよね。産業技術センターもある。

では、例えば今これ駄目だったら、こうしたほう

がいいのではないかという次の手、その次の手を

考えるために根幹から勉強する会を市でつくって

いただきたいと、そう思っているのですが、途中

経過、その点についてはいかがでしょうか。

〇議長（冨岡幸夫） 市長。

〇市長（山本知也） 先ほど壇上で申し上げました

のは、県全体の研修会ということではなく、各県

民局ごと、地域に応じた研究会が立ち上げられる

ということでございますので、ご理解いただきた

いと思います。

もちろん市の研究会も検討していかなければい

けないという思いがありまして、ただ申し上げて

おきたいのは、市に水産のプロがいるかと言われ
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れば、なかなかそうではないと。県のほうは、水

産事務所もありますので、水産の専門家が採用さ

れて、常にどこかの県民局にいながらも水産の仕

事に携わっている方が多いという観点から、県と

の連携を図りながら研究会を立ち上げている状況

でありまして、そういった現状はお伝えしておき

ます。

佐賀議員おっしゃるとおり、市主導でというこ

とでございますけれども、そういう観点からいえ

ば、やはりこれから大学との連携がスタートしよ

うとしておりまして、東北大学さんとは農業の分

野で連携しようというお話もありますけれども、

やはり水産のまちでありますので、東北大学の研

究者の中には水産をやっている方もいらっしゃい

ますし、先ほど来お話しいただいておりますＪＡ

ＭＳＴＥＣもありますので、水産の研究家が、む

つ市に関わる皆さんがいらっしゃいます。市とし

ても市に知見がないからやらないということでは

なく、大学、国・県と連携しながら、今後もやっ

てまいりたいと思いますし、研究会がかなりあり

まして、詳細は担当部長から答弁させますけれど

も、研究会だけでも10以上、水産だけでも立ち上

がっていますので、研究会ばかりが立ち上がって

話が進まないということにならないようにやって

まいりたいと考えてございます。

〇議長（冨岡幸夫） 産業政策部長。

〇産業政策部長（伊藤大治郎） 今市長の答弁にご

ざいました実施状況なのですけれども、水産関係

に関しまして申し上げますと、市町村と漁協と漁

業者の方を参集範囲といたしました研修会につき

ましては１年に12回ほど、報告会も併せまして開

催されているといった状況になってございます。

〇議長（冨岡幸夫） 19番。

〇19番（佐賀英生） ありがとうございます。思っ

たとおりの答弁で、大変感謝いたします。

そもそも日本人というのは研究会とかに集まる

のが好きなのです。省庁でも地方自治体の法人で

も見てくださいよ。天下りが行くところないから

一緒に集まって、取りあえず集まっていれば何と

かなる、チイチイパッパと。そうではなくて、市

長、私が言っているのは、本当に根幹から。研究

というのは、本当に研究するわけです。今言った

漁協と、漁業者と集まったって、大した深みない

のです。ただ、愚痴ですよ。「いや、餌取れない

して、何とか補助金、役所からもらうように言っ

てくれじゃ」と。そのレベルですから。

そうではなくて、きっちり本当に生きるために

どうするのかと。科学的データベースをやって漁

業者と話をして、ではどうするのだと。逆に漁業

者が聞くぐらいのものでなくてはいけない。

本当は私、この質問するときにいろいろ考えま

した。漁協だとか漁業者から出るのが筋の話なの

です、本来は。チイチイパッパと集まるのではな

くて。要は、それだけ体力がないのです、今。個

人的には来ます、漁業者からも、佐賀さん、こう

いうネタどうだ、ああだと。ほとんどが養殖です。

面白い。

この前も、とある一部上場の企業から来ていま

す、今。この議会が終わってからお話ししますけ

れども。要は、いろんなスポンサーも交ぜた、そ

ういう中で、本当にどういうものをつくっていく

か。要は一番はっきり言ってしまえば、養殖の話

なのです。地熱だってある。これから漁協の合併

だってある。次の次を見据えた一次産業対策をや

りたい。

まずこれが突破口で、本当に科学的にきっちり

どうしたらいいのだと。もうイカなんて、５年平

均して、最高時というか、５年前の18％しかない

のです。ホタテはそれなりにいいけれども、86％

です。どうしましょう。この下北の、むつ市の主

たる産業の水産物のイカとホタテがもうアウトで

す。タラは、118％で、少しいいみたいですから、
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助かっていますけれども。

本当に、市長、がっつりしたものをお願いして

いるのではないのです。要は、ちょっとした固ま

りと、やるロケーションをつくっていただきたい。

そうすれば、誰か誘導してやりますから。本気の

本気、大本気で勉強しなくては、死んでしまいま

す、漁業者は、本当に。

去年、おととしだって、大畑の業者見てくださ

いよ、自分のところで恐縮ですけれども。もうほ

とんど廃業です。うまく借金残さないで廃業でき

たらまだいいほう。本当に物すごく大変だと思い

ます。いま一度そういうのを踏まえてご検討いた

だきたいのですけれども、答弁よろしくお願いし

ます。

〇議長（冨岡幸夫） 市長。

〇市長（山本知也） 日本人は研究会が好きだなと

いう話を佐賀議員からいただきました。また、研

究会をつくらなければならないのかと思いますけ

れども、とはいえ、まず１つだけ私が感じている

ことは、私も漁師町出身です、湾です。佐賀議員

は外の海だと思いますけれども、漁師の皆さんが

みんな餌代が欲しいとか、困っているとかという

ことではなくて、やっぱりプライドを持って、今

この漁業を何とかしようとしている方もいると。

そのことは、ぜひご理解いただきたいと思います

し、漁師の皆さんがそういうことをおっしゃって

いることではなくて、何とか研究して、先ほど杉

浦議員への答弁にもありましたけれども、漁師さ

んの中でも何か取り組んでいこう、みんなで研究

会をつくって立ち上がっていこう、そういう研究

会が立ち上がっているということで、本気でやっ

ていないわけではないと。そういう方たちも本気

でどうにかしようと研究会を立ち上げてやってい

ると思います。

先ほど担当部長から答弁あったとおり、12回の

研究会が何の意味もないことではないということ

だけはお伝えさせていただいて、加えて繰り返し

になりますけれども、いわゆる研究者ということ

でありますので、漁師さんだけではなくて、先ほ

ど来申し上げている東北大学、旧帝大でございま

す。そういった研究者の方が実際に水産、特にイ

カはむつ市の沿岸だけの対策をしてイカが捕れる

ということではない、佐賀議員もご存じのとおり、

そういうことでございます。むつ市だけの政策の

中でイカが回復するような取組ではございません

ので、県ないし国、そして東北大学の研究されて

いる研究者の皆さんと、どうやったらこの地域の

水産を守っていけるかということを一緒になって

考えていく協議会、研究会なのか協議会なのか分

かりませんけれども、そういったことに向かって

取り組んでまいりたいと思いますので、ご理解賜

りたいと存じます。

〇議長（冨岡幸夫） 19番。

〇19番（佐賀英生） そうですよね。少しエキサイ

トして言ったのですけれども。

先ほど杉浦議員の一般質問のときの答弁で、部

長のほうから、水産業専門官ですか、その方とい

うのはどういう経歴で、どういう感じで配置され

たのか、それを再度教えていただきたいのですけ

れども。

〇議長（冨岡幸夫） 産業政策部長。

〇産業政策部長（伊藤大治郎） 水産業専門官です

けれども、県の水産事務所の所長を経験された方

です。

以上になります。

〇議長（冨岡幸夫） 市長。

〇市長（山本知也） 大変申し訳ありませんでした。

経緯をお話し申し上げますと、先ほど来申し上

げているとおり、当市の水産課の職員も、水産の

大学を終えている職員もいますし、本気で地域の

水産のことを考えていますけれども、先ほど私答

弁したとおり、県には水産事務所もありますので、
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水産の畑でずっと、県民局は替われど、県内の水

産のことを仕事として、なりわいとして常にやっ

ている方でございますので、私のほうから県のほ

うに、誰か優秀な人材がいて、下北の漁業、水産

に詳しい方がいないかということを打診をさせて

いただいて、ご紹介いただいたと。

今は当市の職員の水産への知識の向上も含め、

先ほど担当部長の答弁、杉浦議員への答弁にあり

ましたけれども、各漁協、漁師さんのところに毎

日足しげく通って、地域の皆さんの声を拾ってい

ただく、その活動を水産業専門官に担っていただ

いていますし、そこには職員もついて行って、実

際の漁師の皆さんの声を市として拾う活動をさせ

ていただいていますので、そういった経緯で水産

業専門官を配置させていただいております。

〇議長（冨岡幸夫） 19番。

〇19番（佐賀英生） ありがとうございます。最初

に聞いたときは、よくある一丁上がりみたいな感

じだったのですけれども、やっぱり僕、こういう

一次産業の方々というのは、学問的なとか、偏差

値が高い人が多いのですけれども、ただ中には無

駄に偏差値だけ高い人も多々いるのですけれど

も、皮膚感覚である程度その産業を覚えなくては

いけないと。

昨日たまたま見たテレビがマグロの仕掛け人で

す。買参人です。その方が四十何年やっているそ

うです、学校も大した出ていないし。でも、見た

瞬間に、もう分かるのだそうです、その皮膚感覚

で。案の定当たると。ただ、確率的には８割程度

だと言っていました。やっぱりそういう専門官的

な方々ですとかがやって、本当にきちんといろん

なデータで、きちんとしたエビデンスがあるデー

タで、なおかつそれを持っていくというようなや

り方をしていただきたい。

というのは、本当に多分皆さんが思っているも

のの５倍ぐらい大変だと思います、今の水産の関

係というのは。なおかつ声が出ないというのは、

もう体力がないのです、組合も。なくてなくて、

赤字赤字で。ましてや大畑町漁協なんて、かなり

非難ごうごうで、いろいろ言えばまずいので、大

変ですけれども、そういう中でやっていかなくて

はいけない。

先般県の資料を見ましたら、県の水産物とか構

造物とかいろいろつくった状況を見たら、150ペ

ージあるのです、それ、その冊子が。農業が90ペ

ージ、林業が36ページ、水産業が24ページです。

ああ、悲しいこと。これぐらいのものしかやって

いない。というのは、当然おかですから、建築物

とか構造物とか、整備というのは、これはどうし

ても農業に関わるのは知っていますけれども、そ

れではないのですよ。まずは、今これもたくさん

県の、書いていますよね、水産基盤だとか、構築、

環境整備だとか。ここではないのです、僕の言い

たいのは。もっと根幹的なもの、本当に生態系な

もの、自然なものから入っていったほうが、今そ

こからやるべきだと思うのですけれども、どうせ

また「ご理解ください」と終わるのでしょうけれ

ども、最後に１つだけ、市長、答弁お願いします。

〇議長（冨岡幸夫） 市長。

〇市長（山本知也） まず肌感覚なのか、エビデン

スなのか。エビデンスを大事にしてほしいという

ことだと思うのですけれども、現状を少しだけお

伝えさせていただきますと、やはり行政は肌感覚

ではなかなか仕事はできませんので、しっかりと

データを取って、どういった対策をしていくかと

いうことを検討させていただいておりますけれど

も、偏差値とか、そういうのは全く気にしており

ません。

大畑町漁協の水揚げの状況をお伝えさせていた

だきますと、令和元年、７億5,852万8,000円、こ

れ１年間です。令和５年、６億3,774万6,000円、

令和６年、７億9,856万9,000円と。令和元年、令
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和５年を超えて、ここ令和に入ってからは過去最

高ということでありますので、現状としては漁獲

数量は落ちているけれども、漁獲金額は上がって

いると。単価が上がっていると。

そういう現状がありますので、そういったいわ

ゆる佐賀議員がおっしゃるエビデンスをしっかり

捉えさせていただいて、どういった対策をしてい

けばいいのかというのをこれからもちろん研究し

てまいりますし、先ほど来申し上げているとおり、

全くやらないと言っていることではなくて、東北

大学も含め、研究者の皆さんとしっかりとエビデ

ンス、どういった対策をしていけばいいのかは研

究機関の皆さんと共にやっていきたいと、そうい

うことでございますので、ご理解いただきたいと

言ったのは、そういうことに取り組んでいきます

という前向きな答弁でございますので、一切やら

ないといったことは発言しておりませんので、ご

理解賜りたいと存じます。

〇議長（冨岡幸夫） 19番。

〇19番（佐賀英生） ありがとうございます。どっ

ちかというと、こういう言い方なものですから、

パワハラにならない程度に頑張らなくてはいけな

いけれども。

僕、平成７年から平成10年までちょっと漁協に

お世話になった時期がありまして、水揚げがあま

り……でもそのとき、18億円ぐらい揚げたのかな。

なって、これではちょっとよろしくないというこ

とで、アワビの採捕だとか、密漁者をいっぱい捕

まえてとか、あとは700万円かけて、国の補助を

うまく使って、クリーニングしていただきました。

これは、ちょっと前に亡くなったのですけれども、

日本鯨類研究所の長崎福三先生という方がよく来

たのですけれども、いろんな角度から見たのです、

その漁業というものを。イワシが来る。鯨が食べ

る。では、こうやって食物連鎖からいったり、あ

とは面白い漁港がないかと、千葉県に面白い漁港

がありまして、漁業者全部組合員なのです。年中

で、通年でお金をあげると。それは面白いところ

だとか、いろいろな工夫して。その成果が次の年、

ちょっとこっちも全国まで営業しましたけれど

も、28億円です、水揚げ。どうでしょう。ちょっ

と威張ってしまいますけれども。ある程度のもの

をやっていけば、営業もしながらとかやっていけ

ば、その僕のいた３年間、ばっちりです。借金も

５億幾ら払いましたし、たまたまかもしれません。

やっぱりそういう根拠のものがいっぱいある、や

っていくことが一番大事だと思っていますので、

何とかひとつお願いを。お願いというか、要望と

かと言えば、また怒られますので、そう考えてい

ますので、やっていきたいと。

市長はやらないのですから、僕が仲間集めてち

ょっと試しにやってみますので、それで頑張りま

すので、よろしくお願いします。

終わります。

〇議長（冨岡幸夫） これで、佐賀英生議員の質問

を終わります。

ここで、昼食のため午後１時15分まで暫時休憩

いたします。

午前１１時４５分 休憩

午後 １時１５分 再開

〇議長（冨岡幸夫） 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

◎富岡直哉議員

〇議長（冨岡幸夫） 次は、富岡直哉議員の登壇を

求めます。９番富岡直哉議員。

（９番 富岡直哉議員登壇）

〇９番（富岡直哉） こんにちは。会派陸奥未来の

富岡直哉でございます。昨年９月定例会終了後か

ら行われてきた議場の改修工事が完了し、今定例
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会からは試験運用の段階ではありますが、議会の

様子がライブ配信されるようになりました。議場

の雰囲気も一新され、これまでとは異なる新鮮な

気持ちで、今この壇上に立っております。

さらに、映像配信の開始に伴い、議会の公式Ｌ

ＩＮＥやインスタグラムの運用も始まり、情報発

信の強化が図られるなど、議会のＤＸも着実に進

んでおります。これにより市民の皆様は、いつで

も、どこからでも議会の様子を視聴できるように

なり、議会へのアクセスが一層便利になりました。

今後も引き続き議会の活動を、より多くの方々に

知っていただけるよう、広報の充実に努めてまい

りたいと考えております。

それでは、むつ市議会第263回定例会に当たり、

通告に従い一般質問を行います。市長並びに理事

者の皆様におかれましては、前向きなご答弁をよ

ろしくお願いいたします。

初めに、質問の１項目め、中学校部活動の地域

移行についてであります。この部活動の地域移行

については、これまで野中議員が何度も取り上げ、

鋭い視点により課題の解決に向けて議論を重ねて

こられました。私自身も「むつ☆かつ」の活動を

視察させていただく機会があり、この視察を通じ

て、さらに実情を理解し、改めてこの重要な課題

に向き合う必要性を感じたところであります。

今回の視察は、県内の若手議員で組織される青

森県若手議員ネットワークが１月に実施したもの

であり、その背景には県内の多くの自治体では部

活動の地域移行が進んでいないという現状があり

ます。幸いに、当市においては地域の皆様のご協

力により、県内を先行する形で地域移行が進んで

おりますが、視察を通じて指導者の確保の難しさ、

生徒数が十分に確保されている学校では、地域移

行の必要性を感じられにくいこと、さらに運営費

等の予算の課題など、地域ごとに様々な問題があ

ることが改めて浮き彫りとなり、視察に参加され

た議員の皆さんからも、進めたいが進まないとい

う率直な意見が聞かれました。

一方で、国の方針では、令和５年度から令和７

年度までを改革推進期間と位置づけ、合同部活動

や部活動指導員の配置、地域クラブ活動への移行

など、各自治体に積極的な取組が求められており

ます。当市においても、次年度から地域クラブへ

の完全移行が予定されており、今後の進め方が重

要な局面を迎えております。

また、国の方針等が日々進展している中では、

最近では「地域移行」という名称が「地域展開」

へと変更される動きもあり、これは学校との対立

を避け、より円滑に地域クラブ活動を推進するた

めの変更とされております。

当市も新たなステップを迎えるに当たり、今後

どのように進んでいくのか、慎重かつ的確な対応

が求められております。

そこで、以下の点についてお伺いいたします。

１点目は、地域クラブへの完全移行に向けた進

捗と課題について。

２点目は、「むつ☆かつ」以外の認定地域クラ

ブへの対応について。

３点目は、今後目指すべき地域クラブの在り方

についてお伺いいたします。

次は、質問の２項目め、むつ市伝統行事及び民

俗芸能の継承発展に関する条例についてでありま

す。本条例は、むつ市に伝わる伝統行事や民俗芸

能を次世代に継承し、発展させるための理念等を

定め、地域の担い手の育成を進めることを目的と

して、昨年４月１日に施行されました。

人口減少が進む現代において、伝統文化の継承

がますます困難になりつつある中、地域に誇りと

愛着を持ち、歴史や文化を未来へとつないでいく

ための意義深い取組であると考えておりますが、

私自身地域の伝統文化に携わる一人として、継承

の難しさを日々痛感しております。
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また、全国各地において長年続いてきた行事や

民俗芸能も、担い手の減少や若年層の減少により

存続が危ぶまれる状況に直面しており、むつ市も

その例外ではありません。

かつては、当たり前に受け継がれてきた文化が、

時代の変化とともに継続が難しくなっている現実

を目の当たりにし、この課題にどう向き合い、ど

のように解決していくべきか、深く考えさせられ

ることがあります。

伝統行事や民俗芸能は、その地域の歴史や文化

を象徴するものであり、地域のアイデンティティ

ーを築くためには、これらの継承が不可欠である

と考えております。これからの時代に向けて、地

域の伝統文化をどのように継続的に継承していく

かは、非常に大きな課題であり、さらに参加しや

すい環境づくりが求められます。

条例施行から１年がたとうとしている今、市内

の多くの地域では今年度の行事が終わり、次年度

に向けた準備が進んでいることと思います。実効

性のある条例として機能させるためには、これま

での実績をしっかりと検証し、次のステップに進

むことが重要であると考えることから、１点目は、

本条例の制定後、どのような変化が見られたのか。

２点目は、効果・検証はどのように進めていくの

かお伺いし、以上壇上からの質問といたします。

〇議長（冨岡幸夫） 教育長。

（阿部謙一教育長登壇）

〇教育長（阿部謙一） 富岡直哉議員の中学校部活

動の地域移行についてのご質問の１点目、地域ク

ラブへの完全移行に向けた進捗と課題についてお

答えいたします。

令和５年度からスタートいたしました中学校部

活動の地域移行は、現在２年目を迎えており、今

年度も依然として部活動として行われている軟式

野球、バスケットボール、バレーボール、ソフト

テニス、卓球、スキーを来年度地域移行し、令和

７年度当初には中学校の全ての部活動が地域クラ

ブへ移行することとなります。

３年という短い期間で地域移行を完了できるこ

とは、生徒、保護者並びに学校、文化団体及びス

ポーツ団体等の関係機関の皆様方、そして議員各

位のご理解とご協力のたまものであり、改めて深

く感謝を申し上げます。

地域移行を進める中では、様々な課題が生じ、

１つずつ解消しながら取り組んでいるところであ

ります。

大きな課題としては、活動場所並びに生徒の移

動手段の確保、そして生徒や保護者との信頼関係

の構築が挙げられます。

一方で、このような課題以上に、アンケート結

果から、多くの中学生が満足している状況が明ら

かになっており、学校部活動ではできないことが

体験できるようになった、「むつ☆かつ」に行く

のが楽しいといった非常にうれしい声をいただい

ております。

また、指導者の方々からは、地域のこどもたち

に新しい体験をさせてあげたい、教員からは、業

務の負担が軽くなったといった声も頂戴いたして

おり、引き続き地域の皆様方に喜んでいただける

クラブ運営を目指してまいりたいと考えておりま

す。

ご質問の２点目、認定地域クラブへの対応につ

いてお答えいたします。地域移行において、地域

の方々が自分たちで立ち上げたクラブについて、

むつ市地域文化・スポーツクラブでは、中学生の

活動の受皿と認められる団体に対しまして、大会

参加料と保険料の補助をいたしており、今年度は

２団体から申請をいただいております。

また、来年度に向けては軟式野球、バスケット

ボール、バレーボール、ソフトテニスで11団体ほ

どの設立の計画があるものと把握いたしておりま

す。
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地域の方々が主体となってクラブが運営される

ことは、中学生の選択肢と活動の場が広がること

につながるものと考えておりますので、来年度か

らは、より活用しやすい補助制度に改正し、補助

額も引き上げることを想定した予算書を本定例会

において提出させていただいており、地域の皆様

方が主体となったクラブ活動の活性化も図ってま

いりたいと考えております。

次に、ご質問の３点目、今後目指すべき地域ク

ラブの在り方についてでありますが、端的に申し

上げますと、地域の実情に応じた持続可能なクラ

ブであることではないかと考えております。これ

まで部活動は学校単位で全てを担ってまいりまし

たが、生徒数の減少を大きな要因として、その仕

組みを維持することが極めて困難になり、地域移

行が必要となりました。そして、行政が主体とな

って部活動と同じような環境を目指して取り組ん

できた中で、様々な課題に直面しており、今後持

続可能な取組としていくためには、保護者、そし

て地域の皆様方から一層のご理解とご協力をいた

だきながら、魅力あるクラブ運営をしていくこと

が必要であると考えており、地域移行が完了した

後の具体的な方向性につきましては、改めて関係

機関の皆様方と協議をさせていただくとともに、

企業の協力体制の可能性等も探りながら、持続可

能な運営体制を構築してまいりたいと考えており

ますので、ご理解を賜りたいと存じます。

次に、むつ市伝統行事及び民俗芸能の継承発展

に関する条例についてのご質問の１点目、本条例

の制定後、どのような変化が見られたかについて

お答えいたします。青森県の無形民俗文化財に指

定されております田名部、川内、大畑及び脇野沢

の山車行事は、本年度通常どおり開催され、伝統

行事を観衆の皆様方にご披露できたことは、行事

を継承してきた皆様方にとって感動の一幕であっ

たことと思います。

これらの山車行事関係者の方々をはじめとし、

その他の多くの伝統行事及び民俗芸能に関わる方

々から口々に、条例ができて励みになる等のお言

葉を頂戴いたしており、条例制定により、伝統行

事及び民俗芸能の継承発展の機運が大いに高まっ

ているものと喜ばしく感じております。

また、各学校においては、児童・生徒に対し、

地域行事への参加を促すとともに、登校日の調整

や伝統行事や民俗芸能に関する学習を行う等のご

対応をいただき、はやし方あるいは観衆として伝

統文化ににぎわいをもたらし、その発展に貢献し

ていただいております。

今後も各民俗芸能団体、市民の皆様方、そして

事業者の方々が本条例の理念に照らした活動に取

り組んでいただけるよう、支援してまいりたいと

考えております。

次に、ご質問の２点目、効果・検証はどのよう

に進めていくのかについてお答えいたします。本

条例は、いわゆる理念条例であることから、教育

委員会といたしましては、本条例に定める市の役

割をしっかりと果たし、理念の浸透、実現に努め

てまいりたいと考えております。

また、その検証につきましては、関係各位から

適宜適切にお話をお伺いするとともに、伝統文化

の場に赴き、変容をしっかりと把握してまいりた

いと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存

じます。

〇議長（冨岡幸夫） ９番。

〇９番（富岡直哉） それでは、順次再質問いたし

ます。

まず、部活動の地域移行についての１点目、地

域クラブへの完全移行に向けた進捗と課題につい

てでありますが、地域移行に当たって中体連の参

加要件がどう改正されるかということが大きな課

題であったものというふうに認識しております。

そこで、この大会参加要件等の懸念されていた
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課題については、現時点において全て解消された

のか、その点についてお伺いしたいと思います。

また、併せて中体連は今も学校単位の出場とい

うようなのが基本的な考え方であるというふうに

認識しておりますが、そもそも国で地域移行を推

進している中で逆行しているのではないかなとい

うふうに思っておりまして、根本的に学校単位と

いうような考え方を見直すべきではないのかなと

いうふうに個人的に思っておりますが、この点に

ついての教育長の所見についても併せてお伺いし

たいと思います。

〇議長（冨岡幸夫） 教育長。

〇教育長（阿部謙一） お答えいたします。

地域クラブが中体連の大会に参加する条件は、

全国中学校体育連盟が基本的に定めており、各ブ

ロック並びに都道府県中体連がそれを基本として

独自に定める、そのようなシステムになっており

ます。

令和７年度においては、全ての競技において地

域クラブが出場できることになっておりますが、

その条件は競技ごとに若干の違いがあります。地

域クラブとして出場することが非常に厳しい競技

もあることは事実であり、教育委員会としても下

北地区中学校体育連盟とともに上部団体に規則の

変更、緩和等を求めてお願いをし、そしてかなえ

ていただいている部分もあります。

また、市内の各スポーツ協議会においては、中

学生の大会出場機会をできるだけ増やすことがで

きるよう、参加条件を見直して大会を開催してい

ただいている、そうしたご配慮も賜っております。

地域クラブは、あくまで示された条件の中で中

体連に参加することになりますが、関係機関の皆

様方と情報を共有し、共に声を上げながら、地域

のこどもたちにとってよりよい環境になるように

努めてまいりたいと考えております。

そして、ご質問の中体連の規則の在り方に関し

てですが、最終的には議員ご指摘のとおり、国が

進めている地域移行が完全にかなった後には、そ

のようになるべきものであると考えております。

そして、現状もそれが許される状況であるべきと

は考えておりますが、しかしながら全国的に全て

の市町村において地域移行が本市同様に進んでい

るわけでもありませんので、そうした状況にある

が、中体連としても双方を見ながらそれぞれ規約

を定めていると考えておりますので、現状同様に

状況をしっかりと訴え、そしてこどもたちがしっ

かり活動の場を得られるような、そうした規則と

なるように訴えてまいりたいと考えておりますの

で、ご理解を賜りたいと存じます。

〇議長（冨岡幸夫） ９番。

〇９番（富岡直哉） このような状況の中で、いま

だに競技によっては出場制限をかけているという

ようなのは非常に残念でもありますし、疑問が残

ります。

なぜ私がこの中体連の参加要件について確認し

たかといいますと、実際に昨年、市内の中学校に

通う保護者の方から、一部の競技において、県の

中体連の参加要件に縛りをかけられて大会に出場

できなくなったというようなお話を伺いました。

その内容は、市内の学校に通う生徒でも、下北地

区を超えてほかの地区のクラブで頑張っている生

徒もいますが、競技要綱では、他の地区の生徒の

参加は認めないという内容の改正によって、これ

まで参加できていた大会に出場することができ

ず、その生徒、さらにはこの改正によって人数等

の関係で、そのチーム自体の出場する機会が奪わ

れるところでありました。これまでの生徒の頑張

りを打ち消すような行為であるなというふうに憤

りすら感じております。

中体連は独立された別の組織でありますので、

教育委員会が入って議論される機会というのはな

かなかないというふうに認識しておりますが、現
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状、いまだに出場が難しい競技もあるようですの

で、ぜひむつ市のこどもたちのために教育委員会

としても声を上げていただきたいというふうに思

っております。

そして次に、新年度からさらに競技数も増える

ということで、指導者、そしてマネジャーの確保

についても課題の一つであるのかなというふうに

捉えております。今後においても、これまでの部

活動を指導してきた中学校の先生の協力も一定数

は必要ではないのかなというふうに思っておりま

すが、現在中学校の教員の何割程度が「むつ☆か

つ」の指導に携われているのかお伺いしたいと思

います。

また、マネジャーにつきましては、今年度と新

年度の状況はどのようになっているのか、それぞ

れお伺いしたいと思います。

〇議長（冨岡幸夫） 教育部長。

〇教育部長（福山洋司） お答えいたします。

まず、中学校教員の指導者の登録状況でありま

すが、今年度は21人、中学校教員の約14％の方に

指導者としてご協力いただいております。

また、マネジャーにつきましては、現在16名の

雇用をしておりますが、来年度はクラブ増設をす

るため、さらに増員したいと考えております。

こういった人材の協力というのは必要不可欠で

すので、地域の皆様の力を借りながら、今後も「む

つ☆かつ」の運営に努めてまいりたいと考えてお

ります。

〇議長（冨岡幸夫） ９番。

〇９番（富岡直哉） 分かりました。

次に、先ほどの質問の中で、中学校の先生の協

力も一定数は必要ではないかと申し上げました

が、それはクラブと学校との連携体制にもつなが

ってくるものだというふうに認識しております。

実際に地域クラブと学校の連携体制は円滑に進ん

でいるのか、また地域移行に至った大きな要因と

して、教員の長時間労働を解消するものであった

というふうに認識しておりますが、この点につい

ては実際に改善されているのかお伺いしたいと思

います。

あわせて、クラブ活動と学校の連携という点で

言いますと、現状中学校のテスト週間の日程が各

学校ごとに結構幅のあるような日程というような

設定になっておりますが、全て統一するのは現実

的に難しいというのは重々理解しておりますが、

今後はある程度の配慮が必要となってくるのでは

ないのかなというふうに考えておりますが、その

点についても併せてお伺いいたします。

〇議長（冨岡幸夫） 教育長。

〇教育長（阿部謙一） お答えいたします。

学校との連携は、円滑に進めさせていただいて

おります。平素より「むつ☆かつ」の運営におき

ましては、常時学校と綿密な連携を取らせていた

だいております。一例を挙げれば、日々の活動に

おいて、活動場所を急遽変更する場合等は、学校

内で校内放送によりこどもたちに、その周知を図

る、そうしたこともご協力をいただいております。

また、学校に「むつ☆かつ」の活動状況をお知

らせし、地域移行前と同じように生徒を多面的に

見てもらえるように、そのような配慮もいたして

おります。これも一例ではありますが、「むつ☆

かつ」で入賞した、県大会に参加した、そうした

ものが学校から出る通知票に記載されていて、そ

して学校との連携が確かめられて非常にうれし

い、そういうお声を保護者から頂戴したこともあ

ります。

また、教員の労働時間に関しましては、まず最

初に申し上げなければなりませんが、「むつ☆か

つ」の目的はこどもたちの可能性を尊重し、そし

て充実した活動を保障する、そのために行ってお

ります。また、それが実現した際には、ご指摘の

とおり、中学校の教員の校務改善にも大きく資す
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ることは当然ではありますが、その点についてお

尋ねですので、お答えを申し上げたいと思います。

今年度は、全ての競技が部活動のままでもなけ

れば、あるいは「むつ☆かつ」でもありません。

混在をしております。また、学校によって、その

混在の割合も様々であります。したがいまして、

一概にこうであるということは申し上げにくいの

ですが、参考となる数字があります。令和２年度、

本市中学校の教職員のいわゆる残業時間は75.1時

間でした。それが今年度は年度途中ではあります

が、50.3時間。時間にして24.8時間、そして割合

にして33％が縮減されております。これは、大き

な成果ではないかと考えております。しかも、そ

の減少は、令和５年度、令和６年度と２か年にわ

たって15時間弱程度、１年間に少なくなっていま

す。

しかしながら、途中で申し上げましたように、

全てが「むつ☆かつ」によるものでは当然ないと

も考えておりますし、学校ごと、「むつ☆かつ」

以外にも小学校も中学校も校務改善に取り組んで

いただいておりますので、直ちにこれをもって「む

つ☆かつ」の成果大と申し上げることはできませ

んが、一定の方向性は私どもとしても把握をして

おり、うれしく感じているところです。

また、現場の先生方からは、指導に専念できる、

大会出場手続がなくなっただけでも大変助かる、

そうした「むつ☆かつ」にご協力いただいている

先生の声もあります。

学校行事の集約につきましては、学校の行事予

定はあくまで各学校で地域の実情等も考慮しなが

ら編成するものであり、当方として一律一塊に定

めることは妥当ではないと考えております。しか

しながら、そうした中にあっても、私ども各学校

で情報共有や意見交換をし、こどもたちにとって

活動しやすい状況を構築できていることもお話し

できるのではないのかなと考えております。

〇議長（冨岡幸夫） ９番。

〇９番（富岡直哉） ありがとうございました。教

員の労働時間については、大きな成果が上げられ

ているということはよく分かりました。

それで、今回クラブと学校の連携ということに

ついては、私の強い思いもありまして、あえて再

質問で伺いました。それは、以前小学校も同様に、

学校から地域へ部活動を切り離したことに起因す

ることなのですが、その際一部の学校においては

連携がうまくいっているとは言い難いものであっ

たというふうに私は思っております。

なぜそのように思っているかといいますと、詳

細は差し控えますが、私自身前職はスポーツ関係

団体に勤務していた関係で、学校とやり取りする

機会が多々ありました。そして、そのやり取りは

学校を通さなければいけない事案でありましたの

で、学校に連絡しましたが、「クラブ活動は学校

外の活動なので、学校は関係ありません」という

ような耳を疑うような発言がありました。再度私

は、「おたくの学校の児童のことですよ」と尋ね

ましたが、対応は変わりませんでした。これは、

七、八年前の話になりますが、今考えても学校と

しては不誠実な対応であったというふうに私は思

っております。事実として過去にこのようなこと

がありましたので、引き続き学校とは緊密な連携

を取っていただくように切にお願いしたいと思い

ます。

次に、これも完全移行に向けた重要な課題の一

つであるというふうに思いますが、先ほどの点も

踏まえまして、これまで部活動が担ってきた教育

的意義については、当市においてはどのように継

承発展させていくのかお伺いしたいと思います。

〇議長（冨岡幸夫） 教育長。

〇教育長（阿部謙一） お答えいたします。

これまで行われてきた学校部活動では、スポー

ツ並びに文化活動に共通の興味、関心を持つ生徒
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が交流する、あるいはより高まりを目指して共に

活動する、そうした中で楽しさや喜びを味わった

り、学習意欲や体力の向上が見られるなど、人格

の形成について一定の成果を上げてまいりまし

た。特に本市におきましては、先生方もこどもた

ちも一生懸命頑張って、他地区以上にその成果は

大きかったものと認識をいたしております。

そして、地域クラブに関わる関係者の方々には、

こうした学校部活動の意義について正しく理解し

ていただくことと併せ、指導観を変換し、考え方

をアップデートさせることもお願いいたしており

ます。生徒の価値観が、そして社会情勢も異なっ

ております。そうした中で、新しい価値観の創造

も大切であると考えている次第です。

様々な自治体の情報を集める中で、この新しい

考え方を取り入れていくことの有無や理解の度合

いにおいて、その後の地域移行の進み具合が全く

異なるということも伺っております。そのような

点からも、部活動が担ってきた意義を尊重しなが

ら、ただそれだけにとらわれることなく、足元、

実際にこどもたちが接する経験をしっかりと見据

え、将来のこどもたちの生活の充実に資する、そ

のような取組をしてまいりたいと考えております

ので、ご理解賜りたいと存じます。

〇議長（冨岡幸夫） ９番。

〇９番（富岡直哉） ありがとうございます。この

部活動が担ってきた教育的意義の重要性について

は、実際に教員として部活動を指導してきた方で、

現在も「むつ☆かつ」の指導者としてご協力いた

だいている方から、この点について、今後どのよ

うに担保していくかということが地域移行に当た

って極めて大きな論点であるというようなお話を

伺う機会がありました。

先ほど教育長からご答弁ありましたように、様

々アップデートしながら、今後の取組につなげて

いただきたいというふうに思っております。

続きまして、２点目の「むつ☆かつ」以外の認

定クラブへの対応についてでありますが、新年度

は新たに11団体のクラブが設立されるということ

で、やはりそうなると課題となるのは練習場所の

確保であるというふうに思っております。この点

については、教育委員会として協力体制もしくは

支援体制があれば教えていただければというふう

に思っております。

また、以前野中議員の一般質問で、現状「むつ

☆かつ」で運行しているバスについては、認定ク

ラブの生徒は活動時間帯も違うので、利用するの

はなかなか難しいというようなご答弁でありまし

たが、この件については新年度から何か進展はあ

るのかお伺いしたいと思います。

〇議長（冨岡幸夫） 教育部長。

〇教育部長（福山洋司） まず、地域クラブへの支

援についてお答えいたします。

各地域クラブの関係者の方々からは、活動場所

の確保に配慮してほしいといった声をいただいて

おります。教育委員会といたしましては、学校と

協議し、学校体育施設開放事業において、一部を

中学生を対象とするクラブ活動で優先的に使用で

きるように調整を図っているところでございま

す。

一般の利用希望者の方々にはご不便をおかけす

ることもあるかと思いますが、中学校部活動の地

域移行は国が強く進めている取組でもありますこ

とから、使用に制限が一定程度かかることにご理

解を賜りたいと存じます。

また、バスの件でありますが、「むつ☆かつ」

のバスは「むつ☆かつ」の参加生徒の人数を基に

バスの大きさを決めて、遠方からの参加生徒にも

できる限り配慮して運行経路と時間を設定してお

ります。「むつ☆かつ」全体のクラブ運営に支障

がなければ、地域クラブの方々にもバスを利用し

ていただくことも可能かとは考えておりますが、
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来年度、令和７年度においては５月以降でなけれ

ば教育委員会としても「むつ☆かつ」の入会者数

とバスの利用者数を正確に把握できませんので、

一般のクラブの利用につきましては、「むつ☆か

つ」の利用人数がある程度固まった時点で検討し

ていきたいと考えておりますが、議員からもあり

ましたように、活動時間等の違いもありますので、

その辺はまずは要望を聞きながら対応していきた

いと考えております。

以上になります。

〇議長（冨岡幸夫） ９番。

〇９番（富岡直哉） ちょっとバスの関係で１点確

認いたしますが、「むつ☆かつ」のほうで独自で

マイクロバスも所有していると思いますが、これ

は教育委員会として保有しているのか、それとも

「むつ☆かつ」の団体として保有しているのか、

その取扱いについてちょっと確認をさせていただ

ければと思います。

〇議長（冨岡幸夫） 教育部長。

〇教育部長（福山洋司） 基本的には委託が大きい

のですが、「むつ☆かつ」のクラブのほうでバス

を所有している部分もございますし、不足の場合

は市のバスも使うこともございます。

以上になります。

〇議長（冨岡幸夫） ９番。

〇９番（富岡直哉） このバスの問題、そして活動

場所の確保については、引き続き前向きに検討を

お願いしたいというふうに思っております。

次に、３点目の今後目指すべき地域クラブの在

り方についてでありますが、今後児童・生徒数の

減少、そして指導者の減少等を見据えて、スポー

ツ少年団等との連携も含めて視野に入れながら考

えていかなければならないというふうに考えてお

りますが、まずはこの点についての見解をお伺い

いたします。

〇議長（冨岡幸夫） 教育長。

〇教育長（阿部謙一） お答えいたします。

現在の取組を進めていく中で、小学生も対象に

していただきたいと、そのようなお声も頂戴いた

しております。まずは、中学生の地域移行を確実

に進め、指導者の確保や活動場所の課題等を解消

しながら、その次の段階としてこうした課題にし

っかりと取り組んでまいりたいと考えております

ので、ご理解賜りたいと存じます。

〇議長（冨岡幸夫） ９番。

〇９番（富岡直哉） 今後の展開については、完全

移行を迎えたタイミングで様々検討していかなけ

ればならないフェーズに入るかというふうに思い

ますが、この地域移行については、将来的に行政

の手を離れて、地域で運営されていくのが地域移

行の最終形態であるというふうに思っておりま

す。

また、この運営費についても企業等がスポンサ

ーとして活動を支援していくというようなイメー

ジを持っておりますが、市として予算措置等を含

めてどのような将来像を描いているのか、その点

についてお伺いしたいと思います。

〇議長（冨岡幸夫） 教育長。

〇教育長（阿部謙一） お答えいたします。

地域移行は、これまで学校が全てを担ってきた

部活動、こうした枠組みが維持困難となり生じた

取組であると考えております。生徒数の減少が大

きな要因であり、しかしながらこどもたちの人格

形成の責任を学校や教員に大きく依存してきた、

こうした側面もあるものと理解しております。そ

のため、地域クラブが持続的に運営されていくた

めには、地域全体でこうした活動を支えていく、

そうした必要があるものと認識をいたしておりま

す。もちろん市の財政的支援は必要であると考え

ておりますが、運営費については企業も支援を募

るほか、指導者等の人的資源について、地域の皆

様方、保護者の皆様方にもご協力をお願いする等、
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いろいろな方策を探りながら、活動の充実に努め

てまいりたいと考えておりますので、ご理解賜り

たいと存じます。

〇議長（冨岡幸夫） ９番。

〇９番（富岡直哉） ありがとうございました。

次に、下北の広域的な展開の考え方について、

まちづくりの観点からも大きな影響があると思い

ますので、市長にお伺いしたいと思います。

今後の地域クラブの展開としては、下北全体で

取組を視野に入れて進んでいかなければならない

ものだというふうに思っております。これについ

ては、むつ市、そしてその他４町村は双方にとっ

ていい側面を持つことになるのではないかなとい

うふうに認識しております。

例えば当市にとっては指導者を他市町村からも

確保できる、併せて大畑地区で新しい活動拠点が

できる可能性があるなど、今以上に活動ができる

可能性も出てくるというふうに感じております

が、今後下北全域での連携については、現時点に

おいて市長はどのように考えているのか、ご所見

をお伺いしたいと思います。

〇議長（冨岡幸夫） 市長。

〇市長（山本知也） 先ほど来「むつ☆かつ」の活

動につきましては、教育長及び教育委員会から答

弁をさせていただいておりますけれども、当市に

おきましては令和７年度に地域移行が完了する見

込みとなっている中で、行政が主体となった地域

クラブであります「むつ☆かつ」以外にも一般の

方が地域クラブを設立する動きが活発化してござ

います。

地域クラブは、地域の実情に合わせて持続可能

な取組をしていくことが求められているものであ

りまして、まずは各市町村において実現できるこ

とに取り組んでいくことが望ましいと考えており

ます。

その上で、下北地域全体での取組につきまして

は、今後の生徒数の減少を考えた場合、地域が一

体となって進める必要があるものと認識してござ

いまして、市町村間の情報共有を一層密にしなが

ら、こどもたちの活動にとってよりよい環境を整

えられるよう検討してまいりたいと考えておりま

すので、ご理解を賜りたいと存じます。

〇議長（冨岡幸夫） ９番。

〇９番（富岡直哉） ありがとうございました。こ

の下北地区の連携ということについては、地域ク

ラブの今後を見据えれば重要な部分になってくる

というふうに思います。この点については、各地

域の実情を踏まえてじっくりと検証、検討を重ね

て「むつ☆かつ」の活動がさらに発展した取組と

なることを期待しております。

それから、もう少し「むつ☆かつ」については

聞きたいことがあったのですが、大分時間も迫っ

ておりますし、次回野中議員が質問するというこ

とを小耳に挟みましたので、今日はこの程度で、

次の項目に移りたいと思います。

次に、２項目めのむつ市伝統行事及び民俗芸能

の継承発展に関する条例についての１点目、本条

例の制定後、どのような変化が見られたかについ

てでありますが、ご答弁では継承発展の機運が高

まったということでありましたが、具体的に市民

や学校、そして事業者等にはどのような周知をし

てきたのか。

また、併せて主催する団体等にはどのようなお

願いをしてきたのか、まずはこの点についてお伺

いいたします。

〇議長（冨岡幸夫） 教育部長。

〇教育部長（福山洋司） お答えいたします。

まず、周知につきましては、条例を制定した際

にホームページに掲載して周知を行っておりま

す。また、学校を含めた各団体の皆様には、機会

があるたびにお話をして、理念条例でありますの

で、それぞれの理念を定めてあること、また、そ
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れぞれ取り組むこと、市としては積極的に支援を

行うことなどをお伝えしております。

以上になります。

〇議長（冨岡幸夫） ９番。

〇９番（富岡直哉） 一般の市民に向けてはホーム

ページでの周知ということで、ちょっとホームペ

ージだけでは弱いかなというふうに感じたところ

であります。１年間で市民全体にこの条例が浸透

したかといえば、まだだというふうに思います。

ですので、新年度以降は、例えばあまり予算をか

けずにポスターの作成などということもできると

思いますので、もう少し踏み込んだ周知に期待し

たいというふうに考えております。

それで、実際に祭りに参加して役員等を担って

いる方などから、「条例が制定されて何か変化を

感じたことはありますか」と伺ったところ、小・

中学校については地域行事に配慮してくれている

ように感じているということでありました。

一方で、特に平日に開催している行事について

は、仕事を休めないなどあまり変化が見られなか

ったということでありました。

そこで、本条例では事業者が活動を支援するよ

う努めるものとするとされておりますが、具体的

な協力の形が示されていないため、内容について

もう少し具体化する必要性を感じますが、その点

についての見解をお伺いいたします。

〇議長（冨岡幸夫） 教育長。

〇教育長（阿部謙一） お答えいたします。

本条例は、理念条例であるため、具体の取組を

示すことを目的とはいたしておりません。事業者

の皆様方におかれては、自らが考え、できる範囲

で支援を行っていただくことが望ましいと考えて

おります。その在り方についても、それぞれが実

情に応じて工夫されることが肝要であると考えて

おりますので、ご理解賜りたいと存じます。

〇議長（冨岡幸夫） ９番。

〇９番（富岡直哉） 事業者が自ら考えるというよ

うなご答弁でありましたが、多分このままだと大

きな変化は見られないのかなというふうに感じて

おります。この条例の意義をしっかりと果たす上

でも具体化する必要性をすごく感じますので、ぜ

ひこの点については検討をお願いしたいというふ

うに思っております。

次に、２点目の効果・検証はどのように進めて

いくのかについてでありますが、やはり効果・検

証をする中で、今後の担い手不足への対応が大き

なポイントになるものというふうに認識しており

ます。

そこで、例えば若者の参加の推進、学校教育と

の連携、また外部人材の活用など、実際に担い手

を増やしていく取組が必要であるというふうに考

えますが、これから当市はどのような取組を進め

ていく予定であるのかお伺いしたいと思います。

〇議長（冨岡幸夫） 教育長。

〇教育長（阿部謙一） お答えいたします。

担い手不足の問題は、一保存団体の課題ではな

く、市全体の問題であるものと捉えております。

難しい課題ではありますが、解決のキーワードは

「郷土愛」ではないかと考えております。市内全

小・中学校は、郷土を愛し、誇りに思う心を育て

る、そうしたことを教育の目標の一つとして担っ

ております。

各学校においては、その認識の下で工夫した取

組をしていただいており、今年度の例を申し上げ

ますと、大湊小学校では創立150周年記念式典の

中の事業で地域の皆様方に伝統行事を披露してく

ださいました。また、田名部中学校では、郷土愛

の醸成を図ることを目的に、地域連携活動の中で

生徒が主体的に考え、行動し、地域の行事に参加

していると伺っております。

また、本条例においては、民俗芸能団体等の役

割として担い手の育成に努めることが示されてお



- 129 -

ります。私どもといたしましても、各民俗芸能団

体の取組を支援することで担い手不足解消に取り

組んでまいりたいと考えておりますので、ご理解

を賜りたいと存じます。

〇議長（冨岡幸夫） ９番。

〇９番（富岡直哉） ありがとうございました。

次に、本条例の議案質疑の際にお聞きした経緯

がありますが、伝統文化の継承に係る補助金や奨

励金制度についての現時点での検討状況について

お伺いいたします。

〇議長（冨岡幸夫） 教育部長。

〇教育部長（福山洋司） お答えいたします。

現在教育委員会として補助金のような検討は行

っておりませんが、そういった金銭面のご相談が

あった場合は、文化庁や民間団体の助成事業をご

紹介してご活用いただいております。

例を申しますと、令和６年度は文化庁の地域文

化財総合活用推進事業を活用している団体が令和

５年度の３団体から令和６年度は６団体と増加し

ておりまして、さらに来年度の事業への要望はも

う一団体増えて７団体と増えております。また、

この補助事業は補助率が最高85％と高いことか

ら、引き続きそういった制度をご紹介することで

取り組んでまいりたいと考えております。

〇議長（冨岡幸夫） ９番。

〇９番（富岡直哉） 市独自の補助金や奨励金制度

については、まだ動きがないようでありますが、

まずは過去にやっていて、復活しようとする団体

を支援するようなところからでも補助金制度の検

討にぜひ着手していただきたいというふうに思っ

ております。

これ実際にある話なのですけれども、大湊のあ

る地区において、約20年ぶりに若者たちがネブタ

を復活させようとしている動きがあります。ただ、

20年ぶりの復活となりますと、ほぼ全てのものを

改めて準備をし直さなければならず、予算的なと

ころが復活に向けた大きな壁となっております。

ぜひこのような復活を目指す団体を支援するよう

な体制づくりも早めに整えていただきたいと思い

ますので、よろしくお願いいたします。

次に、本条例において文献等の整備については、

現状まだ明記されておりません。この文献等の整

備についても、後世に伝えていく上で重要な位置

づけであるというふうに認識しております。

また、現在のデジタル技術なども活用して整備

していき、また条例の条文としても明記すべきだ

というふうに考えますが、その点についての見解

をお伺いしたいと思います。

〇議長（冨岡幸夫） 教育長。

〇教育長（阿部謙一） お答えいたします。

デジタル技術を活用した記録保存の必要性につ

いて、その必要性の重要性に関しては議員と全く

同じ思いを抱いております。一方、具体的に記録、

保存を考えた場合、各地域で継承されている民俗

芸能や伝統行事のどの部分をどのように保存して

いくか、こうしたことを定めるのは、それぞれの

主体である地域の皆様方や民俗芸能団体の主催者

の方々であると考えております。

私どもといたしましては、それぞれの地域や民

俗芸能団体が願う記録保存ができるように、相談

や支援を強く行ってまいりたいと考えております

ので、ご理解を賜りたいと存じます。

〇議長（冨岡幸夫） ９番。

〇９番（富岡直哉） ありがとうございます。口伝

えに伝えられてきたこの歴史や文化というもの

も、文献として残っていないものも多々あるとい

うふうに認識しております。ぜひこのような点も

踏まえて、効果・検証も行った後に条例改正を行

いまして、より精度を上げ、むつ市の伝統行事が

後世へとしっかり受け継がれていく取組となるこ

とを願いまして、本日の私の一般質問を終わりま

す。ありがとうございました。
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〇議長（冨岡幸夫） これで、富岡直哉議員の質問

を終わります。

ここで、午後２時15分まで暫時休憩いたします。

午後 ２時０５分 休憩

午後 ２時１５分 再開

〇議長（冨岡幸夫） 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

◎工藤祥子議員

〇議長（冨岡幸夫） 次は、工藤祥子議員の登壇を

求めます。４番工藤祥子議員。

（４番 工藤祥子議員登壇）

〇４番（工藤祥子） 今定例会の一番最後になりま

した、日本共産党の工藤祥子です。むつ市議会第

263回定例会に当たり、一般質問を行います。

１つ目の質問は、加齢による補聴器購入助成に

ついてです。加齢性難聴とは、加齢に伴い音を感

じる部位に障がいが起こり、聴力の低下によって

発生する障がいで、40代から始まり、75歳以上で

は約半数が難聴に悩んでいると言われています。

こうした難聴の影響は、危険の察知や家族や友人

とのコミュニケーションがうまくいかなくなると

ともに、孤立、鬱病の発症リスクを大きくすると

も言われます。しかし、補聴器は片耳で平均価格

が15万円以上と高額であり、保険適用がないため、

全額個人負担です。経済的負担軽減することが求

められています。

今から４年ほど前、2020年12月、むつ市議会に

青森県年金者組合より、加齢性難聴者の補聴器購

入に対する公的補助制度の創設を求める意見書が

提出されました。私も含む４人が紹介議員となり、

むつ市議会に議員提出議案として提出しました。

この意見書に佐藤武議員が賛成討論を行い、不採

択となったという経過があります。

国に補助を求めるというこの請願に賛成したの

は４人のみでした。17人の反対で不採択になりま

した。このとき県内40自治体の中で、この意見書

が採択されたのは18自治体だということを後ほど

知りました。

むつ市は、障がい者を対象にした事業として、

聴覚障がい者に費用を支給していますが、加齢性

難聴への助成はありません。つまり中等度以下の

市民には助成がありません。

しかし、近年、この事業に取り組む自治体は急

激に増加しています。県内では９市町村が開始済

み、実施予定は１自治体です。昨年８月に事業を

開始した弘前市では、５か月弱で申請が100件あ

ったと報じられていました。全国では390自治体、

22.3％のようです。これより増えているかもしれ

ません。

補聴器の普及は、高齢になっても生活の質を落

とさず、心身とも健やかに過ごすことができ、認

知症の予防、健康寿命を延ばし、医療費の抑制に

もつながるものと考えられています。補聴器相談

医師等の認定の下、進められていますが、助成額

は自治体ごとに異なっています。調整費用の助成

も併せて支援しているところもあります。

自治体により支給額は異なります。助成額の金

額もいろいろですが、足を踏み出しています。高

齢化社会に突入している今日、むつ市もこの事業

に取り組むべきと考えますが、いかがでしょうか。

２つ目として、こどもの貧困対策について質問

します。2019年の６月定例会でも同様の質問を行

いました。そのときは、前年に行われた青森県に

よる初めての子どもの生活実態調査の公表を受け

ての質問でした。このとき同時に市町村による計

画策定が努力義務化され、むつ市でも2021年にア

ンケート調査を行い、翌年2022年にむつ市子ども

の貧困対策推進計画を策定しています。

青森県の調査では、こどもの貧困は様々な要因
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が複合的につながると言われていることから、多

面的に把握するために３つの要素を設定していま

す。

１つは、所得が国民生活基礎調査の貧困線の基

準を下回る世帯、２つ目は、公共料金や家賃等の

生活費が経済的理由で払えなかった経験、３つ目

は、毎月小遣いを渡す、自分の机がある等の体験

や所有物の欠如、この３要素で質問し、該当項目

の数で２つ以上が困窮家庭、１つが周辺家庭、ゼ

ロが一般家庭と分類しています。その結果、困窮

家庭は13.2％、周辺家庭は18.2％、一般家庭は

59％、無回答9.6％としています。

注目されるのは困窮家庭で、生活面で過去１年

間に金銭的理由で食料品を買えなかった、時々、

まれにを含むと答えた世帯が７割、こどもを医療

機関に受診させる必要性を感じながらもできなか

ったという世帯が26.8％という回答があったとい

うことです。

国の法律の改正を受け県は、これまでの見直し

を受け、青森県は第２次子どもの貧困対策推進計

画策定と動きが進んでいます。

このような情勢の中、むつ市も調査に踏み出し

ました。2021年のむつ市のアンケート調査により

ますと、保護者への暮らしの状況を問う中で、や

や苦しい、大変苦しいを合わせると３分の１以上

が暮らしの苦しさを感じているという結果でし

た。また、こどもの将来のことについての伺いで

は、こどもの理想的な教育段階は大学またはそれ

以上が69.7％と高いものの、現実的な段階と異な

る人は44.3％も見られるという結果が出ていま

す。

また、むつ市のアンケートで注目したことは、

児童扶養手当、就学援助制度などの支援制度を利

用したことがないが多いのですが、利用したいと

思ったことがないという回答でした。

翌年2022年に策定されたむつ市子どもの貧困対

策推進計画は、2026年までの計画ですが、策定に

当たって次のように書いています。「地域のタカ

ラである子どもたちが、生まれ育った環境により

その将来が左右されることのないように、そして、

子どもたちが持つ可能性を最大限発揮し、自身の

夢や希望、望むべき姿に向かい取り組んでいける

ようにサポートしていくことが私たちの重要な役

割であると思います」と述べ、基本理念を「すべ

ての子どもの夢と希望を叶えよう」とうたってい

ます。

こどもを取り巻く前向きな流れが起きている今

日、以下についてお聞きいたします。

１、法律に基づくこれまでの取組についてをお

知らせください。

２つ目、昨年、「こどもの貧困の解消に向けた

対策の推進に関する法律」に改正されましたが、

それを踏まえてどのように取り組んでいくのかお

聞きいたします。

３つ目、様々な支援があると思いますが、その

１つとして、むつ市の教育支援につながる就学援

助制度等の充実について伺います。

以上が壇上からの発言です。ご答弁、よろしく

お願いいたします。

〇議長（冨岡幸夫） 市長。

（山本知也市長登壇）

〇市長（山本知也） 工藤議員のご質問にお答えい

たします。

まず、加齢による補聴器購入費助成についての

ご質問は、担当部長からの答弁とさせていただき

ます。

次に、こどもの貧困対策についてのご質問の１

点目及び２点目につきましては、関連がございま

すので、一括してお答えいたします。

市では、令和４年３月にむつ市子どもの貧困対

策推進計画を策定し、教育の支援、生活の安定に

資するための支援、保護者に対する職業生活の安
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定と向上に資するための就労の支援、経済的支援

の４つを基本方針の柱として、多岐にわたる取組

の推進状況を確認しながら、対策を進めていると

ころでございます。

また、子育てに関する総合相談窓口として子ど

もみらい部に設置しておりますＳｍｉｌｅ Ｋｉ

ｄｓ Ｏｆｆｉｃｅにっこりっこにおいて、市民

の皆様の相談内容に応じ、利用できる制度や関係

部署及び関係団体の取組についてご案内し、支援

につなげております。

令和６年９月25日施行の子どもの貧困対策の推

進に関する法律の一部を改正する法律では、法律

の名称が「子どもの貧困対策の推進に関する法律」

から「こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に

関する法律」に改められるとともに、こどもが貧

困により権利や利益を侵害されたり、社会から孤

立することがないよう、現在の貧困の解消と将来

の貧困の防止に向けた対策を総合的に推進するた

め、目的や基本理念の充実等が盛り込まれており

ます。

市では、こどもの権利を守り、健やかな成長を

地域全体で支えていくため、令和６年４月にむつ

市こどもの笑顔まんなか条例を施行いたしまし

た。こどもの権利相談窓口やこどもオンブズパー

ソンを設置し、こどもに優しいまちを目指して取

り組んでいるところでございます。

今後におきましても、関係機関と連携し、こど

もの権利擁護の取組を進めるとともに、妊娠期か

ら子育て期にわたる切れ目のない支援のさらなる

充実を図ることにより、こどもの貧困の解消につ

なげてまいりたいと考えておりますので、ご理解

賜りたいと存じます。

次に、ご質問の３点目、就学援助制度等の充実

につきましては、教育委員会からの答弁となりま

す。

〇議長（冨岡幸夫） 教育長。

（阿部謙一教育長登壇）

〇教育長（阿部謙一） 工藤議員のこどもの貧困対

策についてのご質問の３点目、就学援助制度等の

充実についてお答えいたします。

就学援助制度のうち、準要保護者に対する認定

基準、援助項目及び支給額は国の基準がなく、市

の裁量により定めることとなっております。詳細

を公開していない自治体、また他の制度により補

完している自治体等があるため、就学援助制度の

みで単純に比較することはできませんが、当市で

は住民税所得割非課税世帯に加え、失業中の世帯

や保護者がけがや病気で働けなくなった世帯を対

象に支援しておりますので、ご理解を賜りたいと

存じます。

また、就学援助制度の在り方につきましては、

児童・生徒を取り巻く状況を注視しつつ、物価高

騰などの社会状況を考慮し、経済的な理由によっ

て就学が困難になるといったことがないよう、調

査研究してまいりますので、ご理解を賜りたいと

存じます。

〇議長（冨岡幸夫） 健康福祉部長。

〇健康福祉部長（斉藤洋一） 加齢による補聴器購

入費助成についてのご質問、市も助成事業に踏み

出すべきについてお答えいたします。

難聴は重度、高度、中等度、軽度の４つに分類

され、そのうち重度及び高度の難聴で身体障害者

手帳の対象となる場合や、18歳未満で中等度及び

軽度の難聴である場合は、補聴器の購入費に対す

る支援制度があります。

これに対し、中等度及び軽度の18歳以上の成人

に対しては、補聴器購入に係る補助制度がなく、

そのため令和５年度に成人の軽度、中等度の難聴

者への補聴器購入費の支援について日本耳鼻咽喉

科頭頸部外科学会青森県地方部会等から要望を受

けたところであります。

近年は、難聴が認知症発症に関係しているとの
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研究結果もあり、軽度、中等度難聴への対応は国

の政策の中で行われるべきものと考えております

が、一方で公的な支援の取組を始める自治体が増

えてきていることも認識しております。そのため、

加齢により軽度、中等度の難聴となる方が増加す

ると言われておりますことから、65歳以上の軽度、

中等度難聴の方を対象として支援制度の調査研究

に努めているところであり、現状といたしまして

は、どの程度の聴力レベルから助成の対象とすべ

きか、どの程度の利用者が見込まれるか、本人負

担額と助成額のバランスはどうあるべきか、また

その財源をどのように確保するかなどが課題とな

っているところでございます。

今後におきましても、国・県の動向も注視しつ

つ、調査研究を続けてまいりたいと考えておりま

すので、ご理解を賜りたいと存じます。

〇議長（冨岡幸夫） ４番。

〇４番（工藤祥子） 補聴器については、研究して

いきたいというふうな、今前向きな答弁をいただ

いて、注目していきたいと思っています。

この補聴器助成ということでは、先ほどおっし

ゃいましたけれども、認知症との関連リスクがあ

るということは、ますますそういう認識が深まっ

てきて、全国で本当に大きなうねりとなって、今

加齢性難聴に対する助成が増えてきている、こう

いう中で何とかむつ市でもやっていただきたいと

いう思いで今質問しました。

以前の意見書が不採択になったということで、

市民の意向、または市議会の意向がこのむつ市の

助成をストップさせているような状況が生まれて

いれば、本当にいけないことだと思って、改めて

全国の大きな前進ということを強調して、何とか

むつ市でも進めていただきたい、このように思っ

て今回改めて質問いたしました。

補聴器の補助に対しては、それこそ支援はない

のですけれども、来年度の国の予算の中では、次

のように書いている新聞を見つけました。「難聴

高齢者の早期対応や普及啓発など推進的に取り組

んでいる自治体に対して交付金を充てます」、だ

から補聴器そのものに対しては、はっきりと助成

をするという国の答弁ではないのですけれども、

国の交付金は補聴器購入時だけではなく、定期的

な調整費用や補聴器による社会参加率の調査費用

に使えるのかという質問に対して、補聴器だけで

はなく、自治体によって重要な部門に交付金を活

用してほしい、このような発言が新聞で報道され

ています。

国の支援も少しずつ前進している、こういう中

で、何とかむつ市も加齢性難聴に対する支援を早

く実現していただきたいと思っています。

これは、多くの高齢者の方の願いです。もう75歳

を過ぎると、半分以上がということで、私も立派

な高齢者です。私自身も本当にすぐそうなるかも

しれません。私の夫は年下ですけれども、既に補

聴器をつけております。30万円近い多額の金で頑

張って補聴器をつけて、そして勉強会に行くとき、

人と会うときにつけています。やはりこういうふ

うに生活の質を落とさないで、多くのところに参

加をして、そして自分でますます勉強していく、

高齢者の生活の質を上げていく、落とさない、そ

ういう中では本当に必要な助成だと思いますの

で、より早い実現を強調しまして、この質問を終

わりたいと思います。

次は、こどもの貧困対策についてです。貧困対

策といっても、様々な支援があると思いますが、

あまり広くなると、なかなか私自身も整理できな

いので、教育支援、就学援助制度ということに絞

って行いたいと思っています。

就学援助制度ということで、生活保護を受けて

いる方については、国が２分の１国庫補助を出し

て実現するという制度です。そして、準要保護者

に対しては、要保護者に準ずる程度に困窮してい
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ると認める者、それが認定基準になっています。

認定基準について、改めて答弁をお願いいたしま

す。準要保護者の認定基準です。

〇議長（冨岡幸夫） 教育部長。

〇教育部長（福山洋司） お答えいたします。先ほ

どの教育長答弁と重なりますことをご容赦いただ

きたいと思います。

準要保護につきましては、住民税所得割非課税

世帯を対象としておりまして、加えて失業中の世

帯や保護者がけがや病気で働けなくなった世帯も

対象にしております。

以上でございます。

〇議長（冨岡幸夫） ４番。

〇４番（工藤祥子） これは、各自治体でばらばら

だということを知りました。むつ市の裁量で、こ

の認定基準が設けられていると思うのですけれど

も、準要保護者の認定基準、このことが本当に、

就学援助制度を知って申請したけれども、認定に

合わなかったということで、受けられなかったと

いう保護者の声も聞いていますが、この認定基準

について、改めてむつ市の考え方ということを知

りたいのですが。ほかのほうでは、この認定基準

を生活保護者の1.5倍にしているというところも

あるのですが、むつ市はこのような認定基準にし

ているという客観的な考え方というものをお知ら

せいただけないでしょうか。

〇議長（冨岡幸夫） 教育部長。

〇教育部長（福山洋司） お答えいたします。

就学援助制度につきましては、平成17年度に国

庫補助が廃止され、それまで一律であった準要保

護者と認定基準が市町村の裁量となったものでご

ざいます。むつ市では、平成19年度に独自の要綱

を制定し、基準を定めておりますが、その際は住

民税非課税世帯という方々を生活困窮者の対象と

したという考え方に基づいて、現在もその考えを

継続しているところでございます。

以上でございます。

〇議長（冨岡幸夫） ４番。

〇４番（工藤祥子） 分かりました。これは、市の

裁量ということで、住民税非課税の方が準要保護

者になっているというのがむつ市の基準です。し

かし、国のほうでは2005年にこの国の補助、２分

の１の補助を削ってしまいました。そして、自治

体の単独事業ということにしてしまって、もっと

もっと自治体で広げていただきたいという思いが

ある中、このような国の後退ということで、なか

なか市の裁量で対象者を広げるということは難し

くなったのかなと私独自に考えています。

そして、この就学援助制度を利用している数な

のですけれども、2018年度の段階では、むつ市の

利用者が13.27％、県は18.66％、国では15.43％

とむつ市の利用者が本当に少ないです。だから、

これはむつ市だけが本当に恵まれているというこ

とはなかなか考えられないと思うのです。それが、

このような結果が出たということは、まだまだ周

知されていないのかなと私は勝手に思っているの

ですけれども。

小学校に入るときに、皆さんに文書を渡すとい

うことは、私教育委員会のほうから確認しました。

そして、2023年の数値を私改めてお聞きしたいの

ですが、2023年は国のほうの利用者が13.71％、

そして県のほうでは……間違いました、国が

15.43％、そして県のほうが18.6％、そしてむつ

市が13.23％なのですけれども、令和５年度の数

値はどうなっていますでしょうか。一番新しい数

値だと思いますが、お知らせください。

〇議長（冨岡幸夫） 教育部長。

〇教育部長（福山洋司） お答えいたします。

就学援助率は、児童・生徒数に対する就学援助

を受けている児童・生徒数の割合となりますが、

令和５年度におきまして、全国では13.66％、青

森県では16.09％、むつ市は12.42％となっており
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ます。

〇議長（冨岡幸夫） ４番。

〇４番（工藤祥子） 数字、ありがとうございます。

やはりむつ市が少ないということは、どのように

考えていますでしょうか。県とか国が多くて、む

つ市が少ないということは、周知はこどもたちに

全部しているということを伺いましたけれども、

利用者が少ないという分析等は考えたことはある

のでしょうか。

まだまだきちんとした回答をいただけないと思

いますけれども、どういうことが予想されるのか

ということを答弁お願いいたします。

〇議長（冨岡幸夫） 教育部長。

〇教育部長（福山洋司） お答えいたします。

まず、先ほど述べました数字は、結果としてそ

ういったことだったかと認識しております。周知

につきましても、全てのご家庭に文書によって周

知しておりまして、申請いただいて、対象となる

方には全て支援できているものと考えておりま

す。

あと対象者、先ほど議員のほうからも、それぞ

れ自治体で違うということをご指摘いただきまし

たけれども、その全国や県と違う率ということは、

そういったことも影響しているのかなと思います

が、例えば令和６年度の10月からは給食費無償化

制度を行っておりまして、これも就学援助制度の

中に入っている項目の一つでございますが、県の

補助金の不足分を市が一般財源で補填する形で実

施しておりますし、その他子育て全般、教育委員

会の立場でなかなか申し上げにくいのですが、い

ろんな事業を行っておりますので、そういった中

で就学援助制度だけの率を見ると、確かに低いか

もしれませんが、必要な支援は届いていると思い

ますし、さらなる支援というのは今後検討してま

いりたいと考えております。

〇議長（冨岡幸夫） ４番。

〇４番（工藤祥子） 私の周りにも本当に若い方が

いなくなって、昨日、おととい、若い方を何とか

見つけて話を聞きたいと思って質問したりなんか

したのですけれども、「就学援助制度のことを知

っていますか」と言ったら、知っているというこ

とはしゃべってくれたのですけれども、なかなか

詳しいことまでは分からないという、そういう私

は感想を持ちました。これは、認定基準が市の裁

量ということで、この認定基準とも関係している

のかなという私の勝手な予想ですけれども、こう

いう感じも持ちました。

そして、私前に取り上げたときは、経済的にお

困りの方は、この就学援助制度を利用してくださ

いという文書、これは受けるほうにとっては、ち

ゅうちょするような中身なので、この文章を変え

ていただきたいという、私はそういう要望をしま

して、令和７年度の案内には、もう本当に客観的

な説明が書いていますけれども、もう少し温かみ

のある、父母の皆さんの教育に対して援助する制

度だということをもう少し付け加えていただきた

いなという思いは持ったのですけれども、まずそ

れはそれで客観的なことで書くべきことはちゃん

と書かれていますので、言いません。

ただ、もう一つお聞きしたいことは、市の裁量

は認定基準のほかに支援項目というのがあるので

す。そして、文部科学省が基準としている支援項

目の中には14項目示されているのですけれども、

むつ市のほうの支援項目と比べてみますと、文部

科学省の項目の中にあって、むつ市にはないもの

があるのです。クラブ活動費、ＰＴＡ会費、生徒

会費、卒業アルバム費、体育実技用具費、オンラ

イン学習通信費、これがむつ市の支援項目の中に

入っていないのです。これも確かにむつ市の裁量

で決めるということになっていますけれども、こ

の中身をもう少し増やしていただきたい、充実さ

せていただきたいということに対してどのように
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お考えでしょうか。

〇議長（冨岡幸夫） 教育部長。

〇教育部長（福山洋司） 支援の項目ですが、おっ

しゃっているように入っていない部分もあります

が、この制度をつくるときに当時検討して、受益

者負担の観点等様々考えて、現在の項目になって

いると理解しております。

こういう支援制度は、就学援助制度に限らず、

どこかでやっぱり線引きというものは必要かと考

えておりますし、予算も当然伴うものですから、

議員のご意見は承りながら、今後よりよい支援の

制度設計に努めてまいりたいと考えております。

〇議長（冨岡幸夫） ４番。

〇４番（工藤祥子） 確かに周知はしているという

ことでしたけれども、この制度、推進計画の制度、

今の国のほうではもっと踏み込んで、解消制度と

いうことで今皆さんに示していますけれども、こ

どもを持つ家庭の教育支援ということではもっと

もっと分かりやすく示していただきたいなという

思いで今回質問しました。

それから、もともとこの就学援助制度というの

は、学校教育法第19条「経済的理由によつて、就

学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒の保護

者に対しては、市町村は、必要な援助を与えなけ

ればならない」、それから憲法第26条、「義務教

育は、これを無償とする」、この制度に支えられ

ての就学援助制度なのです。そこが国の教育費の

予算の後退によって、何かちょっと薄れてきてい

るような、そういう気がします。もっともっとこ

の原則に立って、むつ市でも進めていただきたい

なと思っています。

そして、特にこどもの貧困の解消に向けたとい

うこの新しい制度の中で、その目的第１条に、も

っとこの制度の中身が詳しく書いてあります。そ

れこそ就学援助制度等を含めてこどもたちの支援

を学校教育法、それから憲法にのっとって、そし

て支援していただきたいという文言が追加されて

います。この精神を踏まえて、手を尽くすところ

には手を尽くして、もっともっと教育支援に取り

組んでいただきたいという、そういう思いで今回

質問いたしました。

国の状況を見ますと、本当は共産党だからあま

り言いたくないのですけれども、でも共産党の議

員として私は言いたいのですけれども、2025年度

の国の予算を見ますと、防衛費が８兆円以上に膨

らんできている。これは、文教予算の２倍になっ

ているのです。やはり日本の教育への公的支援を

もっともっと増やしていただきたい、このような

思いで質問いたしました。どうか現場の皆さん、

頑張っていただきたいと思っています。

短いのですけれども、これで終わります。

〇議長（冨岡幸夫） これで、工藤祥子議員の質問

を終わります。

◎散会の宣告

〇議長（冨岡幸夫） 以上で本日の日程は全部終わ

りました。

お諮りいたします。明３月４日は議案熟考のた

め休会したいと思います。これにご異議ありませ

んか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（冨岡幸夫） ご異議なしと認めます。よっ

て、そのように決定いたしました。

なお、３月５日は議案質疑、委員会付託、一部

採決を行います。

本日はこれで散会いたします。

午後 ２時５２分 散会
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